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1

特

に
平
安
京
を
中
心
と
す
る
諸
寺
の
行
事

に
つ
い
て

i伊

藤

真

徹

『
三
宝
絵
詞
」
三
巻
の
内
容
は
、
総
序
に

「
初
の
卷
は
昔
の
佛
の
行
ひ
給

へ
る
事
を
明
す
、
種

々
の
經
よ
り
出

た
り
。
中

の
巷
は
中

來

法
の
こ
丶
に
ひ
ろ
ま
る
事
を
出
す
、
家
々
の
文
よ
り
撰
べ
り
。
後

の
卷
は
今
の
僭
を
以
て
、
勤
る
事
を
、
正
月

よ
り
十
二
月
に
至
る

ま

で
所
々
の
態
を
尋
た
り
」
と
あ

っ
て
、
そ
の
内
容

に
よ

っ
て
各
巻
が
別
け
ら
れ
て
い
る
。
然
し
て
下
巻
に
収
録

せ
ら
れ
て
い
る
三
十

一
の
仏
教
儀
礼
の
お
の
各
の
内
容
に
つ
い
て
、

「
其
の
初
に
各
の
趣
を
宣
べ
、
其
奥

に
又
徳
を
讃
た
り
」
と
あ
る
。
下
巻

の
序
に
よ
れ

ば
、
釈
迦
の
弟
子
に
菩
薩
僧
、
声
聞
僧
、
凡
夫
僧

の
三
種
あ

っ
て
、
凡
夫
僧
と
は

「
こ
の
世

の
僣
正
僭
都

の
ご
と
き
や
か
ら
也
。
衆
生

に
恩
を
ほ
ど
こ
す
」
も
の
で
あ

っ
て
、

「
佛
も
ま
し
ま
さ
ず
、
ひ
じ
り
も
い
ま
さ
穿
る
あ
ひ
だ
に
、
く
ら
き
よ
り
く
ら
き
に
入
て
心

の

ま
ど
ひ
さ
か
り
に
ふ
か
く
、
身

の
っ
み
彌
お
も
き
す
ゑ
の
よ
に
、
も
し
か
み
を
そ
り
、
衣
を
そ
め
た
る
凡
夫

の
僣

い
ま
さ

穿
ら
ま
し
か

ぼ
、
誰
か
は
佛
法
を
つ
た

へ
ま
し
、

衆
生
の
た
の
み
と
は
な
ら
ま
し
。」
と
述

べ
、

釈
尊
滅
後

一
千
九
百
三
十
三
年

「像
法

の
世
に
有

む
事
遺
年
不
レ幾
」
と
、
永
観
二
年
(九
八
四
)
の

『
三
宝
絵
詞
』
成
立
時
、
深
刻
な
時
代
観
を
懐

い
た
著
者
は
、
凡
夫
僧
こ
そ
下
巻

の
序

に
言
え
る
如
く
、
「
す
べ
て
世
の
と
も
し
火
と
つ
た
へ
、
國
の
寳
と
な
づ
け
た
り
。」
と
仰
が
れ
、

「我
今
た
な
心

を
あ
は
せ
て
僣

の
た
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1.1O

う

と
き
こ
と
を
あ
ら
は
す
」
と
、
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。

著
者
源
為
憲
の
仏
教
儀
礼
に
対
す
る
見
解
は
、

「年

の
中
に
は
た
う
と
き
わ
ざ
を
行
ひ
、
ゆ
く
す
え
の
よ
き
み
ち
を
し
ふ
る
こ
と
、

み
な
聲
聞

の
徳
に
あ
ら
ぬ
は
な
し
。」
と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。

即
ち
年
間
諸
寺
、
又
は
諸
処
に
道
場
を

し
つ
ら
え
て
行
わ

れ
る
仏
教
儀
礼
は
、
像
法
末
及
び
末
法

の
時
代
に
は
、

「
よ
き
み
ち
」
即
ち
仏
教
を
教
え
る
こ
と
で
あ
り
、
仏
教

は
こ
の
儀
礼
を
通
し

て
、
大
衆
に
教
化
浸
透
す
る
も
の
と
理
解
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
わ
が
国
仏
教
信
仰
史
を
跡
付
け
、
解
明
せ
ん
と
志
す
者
に
千
釣
の

重

き
を
な
す
卓
説
で
あ
ろ
う
。

平
安
京
を
中
心
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
仏
教
儀
礼
は
、

北
嶺

の
仏
教
が
中
心
を
な
す
も
の
と
、

ま
た
公
家
院
家
、

そ
の
他
公
卿
貴

族
、
諸
寺
院
を
中
心
に
行
う
儀
礼
、
即
ち
各
宗
其
そ
れ
通
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
い
ま
は
主
と
し
て
地
域
的
に
京
都
を
中
心

に
し
て
行
わ
れ
た
西
院
阿
難
悔
過
、
志
賀
伝
法
会
、
高
雄
法
華
会
、
八
幡
放
生
会

の
四
項
に
限

っ
て
採
上
げ
た
の
で
あ
る
。

口

西

院

阿

難

悔

過

『
三
宝
絵
詞
』
の
内
容
は
、
こ
の
悔
過
を
修
す
る
に
至

っ
た
本
願
尼
淳
和
院
、
即
ち
淳
和
天
皇
の
皇
后
正
子
内
親

王
の
事
蹟
と
、
こ

の
悔
過
を
修
す
る
縁
由
に
っ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
本
文

の
典
拠
に
っ
い
て
は

「
日
本
國
三
代
實
録

に
み
へ
た
り
」
と
あ

る
の
で
、
『
三
代
実
録
』
巻
三
十
五
、
元
慶
三
年

(八
七
九
)
三
月
廿
三
日
の
記
事
は

「淳
和
太
皇
大
后
崩
。
有
二遺
令
一。
不
レ任
二縁
御
葬
之
諸
司
一。

天
皇
輟
レ朝
五
日
。
太
后
諱
正
子
。
嵯
峨
太
上
天
皇
之
長
女
。
與
二

仁
明
天
皇

宀同
産
也
。
母
太
皇
大
后
橘
氏
。
后
美
二姿
顔
一。
貞
婉
有
二
禮
度
一。
存
二
母
儀
之
徳

一。
申
表
則
レ
之
。
太

上
天
皇
。
太
皇
太

后
甚
鐘
二
愛
之
一。
淳
和
天
皇
備
レ禮
娉
レ之
。
納
二
於
掖
庭

一。
寵
敬
象
レ人
。
天
長
四
年
二
月
。
立
爲
二
皇
后

一。
八
年
亢
早
爲
レ災
。
帝



深
憂
レ
之
。
走
二幤
群
神
一。
所
請
百
端
。
后
勸
レ帝
。
録
二囚
徒
一廢
二作
役
一。
未
レ及
レ絡
レ朝
。
樹
雨
晦
合
。
帝
逾
加
レ愛
焉
。
十
年
二

月
二
十
八
日
乙
酉
。
天
皇
遷
二御
淳
和
院
一。
讓
一一位
於
皇
太
子
一。
天
皇
勅
停
二太
上
天
皇
及
皇
后
之
號
一。
師
使
レ
停
二廢
后
宮
官
屬
一。

仁
明
天
皇
受
レ
譲
之
後
。

三
月

二
日
乙
丑
。

尊
二淳
和
天
皇
一爲
二太
上
天
皇
一。
皇
后
爲
二皇
太
后
一。
後
立
二后
所
レ
生
恒
貞
親
王
一爲
二

皇
太
子
一。

天
皇
確
守
二前
勅
一。

固
辭
不
レ受
二太
上
天
皇
皇
太
后
之
號
一。

承
和
七
年
五
月
淳
和
天
皇
崩
。

皇
太
后
落
レ髪
爲
レ尼
。

毀
容
骨
立
。
九
年
七
月
嵯
峨
太
上
天
皇
崩
。

皇
太
子
歛
遭
二
讒
構

一見
レ廢
。

太
后
震
怒
。

悲
號
怨
ご母
太
后
一。

皇
太
子
退
居
二於
淳

和
堕

。
仁
明
天
皇
立
二、諱
懿

親
手

。

爲
二皇
太
子

。
文
徳
天
皇
齊
衡
元
年
四
鼻

皇
太
后
爲

二太
昊

貭

。

后
途
不
・肯
・

當

・

貞

觀

二
年

五
月

。

於

一一淳

和

院

一設

一一大

齊

會

一。

延

二
諸

寺
名

僣

一。

講

二
法

華
經

一

。
裝

具

囎

施

。

傾

二
盡

財

寳

一。

便

留

ご
延
暦

寺

座

主
圓

仁

大
阿

闍

梨

一
。

受

二
菩

薩

戒

一。

奉

一一太

后

法

名

一稱

二
良

祚

一。

十

六
年

四

月

太

后

所

レ
居
淳

和

院

火
。

宮

殿
經

籍

°

1
時

燒

蕩

。

太
后

寢

疾

綿

篤
。

命

二
左

右

一日

。

天

長

天

子

。

顧

命

火

葬

。

不

レ
置

ご
山

陵

一。

無

二
園

廟

之

可

7
陪

。

吾

瞑
目

之

日
。

師

入
二
朽

村

之
襯

心

一。

挿

二
嵯

峨

之
山

腹

一。

無

レ
置

二
守

冢

一。

不

レ
配

二
國

忌

一。

一
如

二
先

後

太

上
天

皇

之
遐

制

一。

語
絡

而

繦

。
時

春
秋

七
十

。

太

后

慈

仁

天

至

。
濟

レ
物

在

レ
勤
。

收

二
拾

東

西

京

弃

兒

孤

孩

一
。

給

二
之
乳

母

一
。

多

レ
所

二
養

育

一。

割

二
封

戸

五

分

之

二

一。

以

充

ご
其

費

㌔

嵯

峨

舊

宮

。

捨

爲

二
精

舍

一。

號

日

二
大
覺

寺

一。

其

側

建

一一廨

舍

一。

名

爲

二
濟

治

院

一。

療

二
僣

尼

之

病

一。

以

二
淳

和

院

一
爲

二
道

場

一。

不

レ
改

二
院

號

一
。
安

丁
置

李

生

侍

二
左

右

一
之

尼

上
。
厚

充

二
供

料

一
永

令

一一居

住

一
師

資
相

承

修

レ
道

不

レ
斷

焉

」
(国
史
大
系
四

.
四
五
〇
)

と

あ

る
。

本
文

及

び

『
三
代

実

録
』

に

よ

っ
て

知

ら

れ

る
如

く

、
嵯

峨

天

皇

の
御

一
皇

女

で

、
御

母

は
檀

林

皇

后

橘

嘉

智

子

で

あ

る
。

天

長

四

年

(
八
二
七
)
二
月

廿

七

日

、
淳

和

天

皇

の
皇

后

と

な

る

、
時

に
年

十

八

、
西

院

后

と
号

す

る
。

承

和

七
年

(
八
四
〇
)
出

家

し
、

法

名

良

祚

と
改

め

、
貞

観

二
年

(
八
六
〇
)
円

仁

に
従

っ
て
菩

薩

大

戒

を
受

け

、

元

慶

三

年

(
八
七
九
)
三
月

廿

三

日
崩

、
年

七

十

と

い
う

の
が

、

そ

の
生

涯

で
あ

る
。

三
宝
絵
詞

の
研
究

(
そ
の
三
)

一=



一
三

正

子

内

親

王

は

母

橘

氏

の
容

姿

資

質

を

禀

け

て

い

る

こ

と
は

伝
文

に

よ

っ
て
明

瞭

で
あ

る

が

、

嘉
智

子

に

つ

い
て

は

『
文

徳

実

録

』

巻

一
に

「
后

爲

レ
人

寛

和

。

風

容

繦

異

。

手

過

一一於

膝

一。

髪

委

二
於

地

一。

觀

者

皆

驚

。

嵯

峨

太

上

天

皇

。

初

爲

二
親

王

一
納

レ
后

。

寵

遇

日
隆

。

天

皇

登

レ
祚

。

弘

仁

之
始

。

拜

爲

二
夫

人

一。

…

…
后

自

明

二
泡

幻

一。

篤

信

二
佛

理

一。

建

二
一
仁

祠

一
。

名

二
檀

林

寺

㌔

遒

下
二
比

丘

尼

持

律
者

一
。

入
中
住

寺

家

上
。
仁

明

天

皇

助

二
其

功
徳

一
。

施

二
捨

五
百

戸

封

一
。

以
充

二
供

養

一。

后

亦

與

二
第

右

大

臣

氏

公

朝

臣

㌔

議

開

一一學

舍

一
。

名

二
學

舘

院

一
。

勸

二
諸

子

弟

一
。
誦

二
習

經

書

一
。

朝
夕

濟

濟

。

時

人

以

比

二
漢

鄰
皇

后

一
。

初

法

華

寺

有

二
苦

行

尼

一。

名

日

二
禪

雲

一。

見

こ
后

未

ワ
笄

、
把

二
其

臂

一
云
。

君
後

當

レ
爲

二
天

子
及

皇
后

之
母

一
。

后

竊

記

レ
之
。

途

生

二
仁

明

天

皇

及

淳

和

太

皇

大

后

一。

后

追

二
想

尼

言

一。

訪

二
其
所

在

一
。

尼
時

既

亡

。

及

二
仁

明

天

皇

不

豫

甚

篤

一。

后

哀

戚

毀

容
。

途

剃

レ
髪

爲

レ
尼

。
求

二
冥

救

一
也
。

天

皇

崩

後

。
相

尋

而

后

亦
崩

時

年

六

十

五
」

(
国
史
大
系

三

二

〇
)

と

あ

る
。

嘉

智

子

の
出

家

の
動

機

に

つ

い
て

は
、

前

引

の
文

に

よ

っ
て
明

ら

か

で

あ

る

が
、

仁

明

天
皇

の
不

豫

に

っ
い

て

は

『
続

日
本

後

記
』

巻

二
十

に
、

嘉

祥

三
年

(
八
五
〇
)
正

月

六

日

「
乙
酉

。

聖

躬

不

豫

」

を
最

初

と

し

て
、

コ

一
十

日
日

亥

。

此

日
内

宴

也

。

縁

二

聖

躬

不

豫

一。

不

レ
御

二
仁

壽

殿

一。

於

二
清

涼

殿

一。

垂

二
御

簾

一。

覽

二
舞

妓

一。

大

臣

巳
下

文

人

日

上
陪

レ
宴

。

日

暮

賜

レ
祿

有

レ
差

」

(国

史
大
系

三

.
二
一二
四
)

と

あ

っ
て
、

や

や
少

康

を
得

た
も

の

の

よ
う

で

あ

る

が
、

「
二
月

庚

戌

朔

。

聖

躬

不

豫

。

皇

太

子

侍

二
殿

上

一
。

公

卿

盡

候

」

(
同
上

.
二
一二
五
)
と

あ

っ
て
、

公

事

の
執

行

に
支

障

を

き

た

し

た
様

で

あ

る
。

五

日

「
甲

寅

。

御

病

殊

劇

、

召

二
皇

太

子

及
諸

大

臣

於

床

下

一。

令

レ
受

二
遣

制

一。

遣

下
二
四

衛

府

及

内

竪

等

一。

或

賚

二
御

衣

一。

或

轡
、二
綿

布

一。

分

二
散

四

方

一。

誦

中
經

諸

寺

上
。

左
右

馬

寮

御

馬

六

疋

奉

二
鴨

上
下

松

尾
等

名

紳

一
。

放

二
諸

鷹

犬

及

籠

鳥

一
。

唯

留

二
鸚

鵡

一
。

又

下

二
知

近

江

國

一。

禁

二
諸

殺

生

一。

縁

三
梵

釋

寺

修

二

延

命

法

一故

也

。

請

二
僭

綱

十

禪

師

及
有

驗

者

於
御

簾
外

一。

令

レ
奉

二
加

持

一。

以

二
絹

十

二
疋

一爲

二
綾

命

幡

一。

懸

二
十

二
大

寺

刹

一。

左

右



馬
寮
各
講
二
走
馬
十
疋
㌔

候
二
於
八
省
東
廊
下
一、
是
日
諸
衛
府
警
固
」
(同
上
)
と
あ

っ
て
、
事
態
の
急
迫
し
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
α
翌

「
乙
夘
。
御
體
疲
殆
。
衆
僣
入
二於
御
簾
中

一。
繞
二御
床

一而
奉
二
加
持
一」
(同
上
)
ら
し
め
、
七
日
柏
原
山
陵
に
御
病
状
を
告
ぐ
る
と
共

に
、
大
法
師
真
頂
及
び
北
山
近
士
観
善
は
簾
中
に
お
い
て
加
持
し
、
九
日

「
分
二遣
内
竪
一。

誦
ご經
諸
寺
一」
し
、

十
日

「遣
三
レ使
賑
二

邱
京
中
貧
民
己

し
め
、
十
三
日

「
以
二綿
七
十
屯
一。
誦
二經
京
邊
七
箇
寺
一」
し
、
十
五
日

「請
二名
僣
六
十
口
於
紫
冠
殿
一。
限
三
二
ヶ

日
一。
轉
二讀
大
般
若
經
一。

又
請
二天
台
宗
座
主
前
入
唐
請
盆
傳
燈
大
法
師
位
圓
仁
及
定
心
院
十
禪
師
等
於
仁
壽
殿

一。

令
レ修
二文
殊
八

字
法
匚

(同
上
)し
め
た
。
更
に
十
八
日

「讀
經
竟
。
有
施
有
レ差
。
又
施
二
度
者
各

一
人
一」
(同
上
・
二
三
六
)
ど
あ

っ
て
、
三
ケ
日
の
大

般
若
転
読
は
終

っ
た
が
、
病
状
は
好
転
せ
ず
、
連
日
の
心
痛
が
重
な
り
、
翌
日

「
太
皇
大
后
憂
一一念
天
皇
一之
餘
。
悶
繦
數
數
。
中
使
問
ご

起
居
一者
。
相
二望
於
道
二

と
あ
る
。

か
く
の
如
く
に
し
て
修
善
や
加
持
祈
濤
は
行
わ
れ
て
、
そ
の
月
も
暮
れ
、

三
月
に
入

っ
て
十
日

「遣
レ使
誦
二經
京
城
七
箇
寺
匚

と
あ
り
、

十

一
日
の
記
事
は

「
已
丑
令
二
大
法
師
道
詮
等
請
7
戒
。

主
上
口
受
二
永
不
殺
生
一。

復
修
二

理
破
壊
寺
百
院
一。
復
遣
三
レ使
誦
二經
十
三
大
寺

一」
(同
上
.
二
一二
七
)
と
。
受
戒
の
こ
と
あ
る
等
日
と
共
に
危
急
に
及
ん
だ
が
、
十
九
日

「丁
酉
。
於
二清
涼
殿
一。
修
二
七
佛
藥
師
法
一。
畫
ご
七
佛
像

一。
懸
二御
簾
前
一。
七
重
輪
燈
立
二
於
庭
中
一。
復
於
二紫
辰
殿
南
庭
一。
新
度
二

十
人
一。
先
レ是
。
有
レ
詔
。
度
二五
百
人
一。

是
日
。

天
皇
落
レ
餝
入
道
。

誓
受
二清
戒
一。

四
品
中
務
卿
宗
康
親
王
。
從
四
位
上
阿
波
守

源
朝
臣
多
。
同
時
入
道
。
並
天
皇
之
皇
子
也
。

時
人
莫
レ不
レ悲
レ
之
」
(同
上
・
二
一二
八
)
と
あ
り
、

一
日
お
い
て
二
十

一
日
、

「帝
崩
二

四

於
清
涼
殿

一。時
春
秋
卅

一
」
(同
上
)
と
あ
る
。
こ
の
問
の
心
労
と
落
胆
の
結
果
、
大
葬
の
儀
に
先
立
ち
、
二
十
三
日

「
嵯
峨
太
皇
大
后

依

レ病
入
道
」
(同
上
)
せ
ら
れ
た
。

つ
い
で
五
月
四
日
嵯
峨
太
皇
大
后
嘉
智
子
は
六
十
五
歳
を
以
て
、
そ
の
生
涯
を
閉
ぢ
た
。
(「文
徳
実

録
」

一
、
国
史
大
系
三
・
一
〇
)

淳
和
天
皇
皇
后
正
子

の
出
家
に
っ
い
て
は
、

『帝
王
編
年
記
』
に
は

「貞
觀
二
年
五
月
屈
二延
暦
寺
座
主
圓
仁
一受
二菩
薩
戒
一法
名
良

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

二
三



二
四

祚
」
(国
史
大
系
三
・
二
=
一)
と
あ
り
。

そ
の
後
承
和
七
年
五
月
八
日
、

「
後
太
上
天
皇
崩
一手

淳
和
院
一。

春
秋
五
十
五
」
(「続
日
本
後

記
」
国
史
大
系
三
.
一
〇
二
)
の
不
幸
に
遭
遇
し
、
さ
ら
に

『続
日
本
後
紀
』
巻
十
二
、
承
和
九
年

(八
四
二
)
七
月
十
五
日
、
「
丁
未
太
上

天
皇
崩
二
干
嵯
峨
院
一春
秋
五
十
七
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
父
上
皇
に
死
別
す
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
伴
健
岑
、
橘
逸
勢
等
謀
反
の
こ

と
に
連
坐
し
て
、
皇
太
子
は
同
二
十
四
日
廃
せ
ら
れ
た
。
即
ち
嵯
峨
山
陵
に
廃
皇
太
子
を
告
ぐ
る
状
に

昊

皇
蕎

命
璽

。
挂
畏
山
陵
爾
申
驫

奏
久
。

比
者
。
東
害
帶
刀
舍
人
俘
健
岑
與
二橘
朝
臣
逸
勢
一挾
二懸

失
。

謀
・傾
國

家
梅

。
挂
畏
山
陵
乃
厚
覊

仍
天
其
霧

轟

。

捜
隶

事
摯

。
事
縁
皇

李

一。
因
・
花
食
國
法
隨
爾
。
皇
李

位
停
退
留
状

乎
。
恐
美
恐
毛
申
賜
畝
申
L
(国
史
秦

三
・
=
一乙

と
あ
る
。
こ
れ
恒
貞
親
王
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
先
き
同
年
三
月
に
は
恒
統
親
王
は
十
余
載
を
以
て
薨
ぜ
ら
れ
た
が
、
(同
上

・
一
三
〇
)共

に
太
皇
太
后
正
子
の
所
産
で
あ
れ
ば
、
正
子
に
取
つ
て
全
く
不
幸
の
連
続
で
あ

っ
た
。

八
月
十
三
日
、
「甲
戌
。

遣
二参
議
正
躬
王
一。

迭
二廢
太
子
於
淳
和
院
一。
備
前
守
從
四
位
上
紀
朝
臣
長
江
自
レ院
逢
迎
。
其
儀
。
駕
二
小
車
一出
二禁
中
一。
到
二紳
泉

艮
角
一。
駕
二牛
車
一」

(
同
上
二

四
三
)
と
あ
り
、

代

っ
て
道
康
親
王

(嵯
峨
王
子

.
仁
明
天
皇
)
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
。

か
く
て
失
意
の
な
か
に
十
二
月

五
日

「
淳
和
太
皇
后
剔
落
入
道
」
(同
上
.
一
四
七
)
と
あ
る
の
が
事
実
を
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
元
慶
八
年
九
月
二
十
日
の

恒

良
親
王
の
卒
伝
に
よ
れ
ば
、
廃
皇
太
子
後

「
嘉
祥
二
年
正
月
授
三
二
品
一。
頃
之
出
家
爲
二沙
門
一。
名
日
二恒
寂
一。
崇
二信
佛
道
一。
精

進
持
レ戒
。
無
レ
病
而
薨
。
時
年
六
十
。
遺
命
薄
葬
。
務
從
二率
儉
一」
(国
史
大
系
四
・
五
七
二
)
と
あ
る
。
か
く
の
如

く
に
し
て
こ
の
正
子

所
生
の
皇
子
は
、
悲
運
と
も
称
す
べ
き
経
路
を
踏
ん
だ
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

阿
難
悔
過
所
修
の
因
縁
譚
に
出
で
る
の
は
、
阿
難
と
惰
曇
弥
で
あ

っ
て
、
僑
曇
弥
は
梵
名

αq
o
鐙
白
一、
釈
種
中

の

一
般
女
性
に
通
ず
る

称

で
あ
る
が
、厂特
忙
釈
尊
の
姨
母
摩
訶
波
闍
波
提

白
餌冨

℃
欝
冨
℃
9
ズ
大
愛
道
)を
指
す
こ
と
が
多

い
。釈
尊

の
父
浄
飯
王

、ω琶

9

幽
譽

ゆ



曾

図
駄
那
)
に
二
人
の
妃
即
ち
摩
耶

目
錚
9
と
摩
訶
波
闍
波
提
が
あ
ゆ
て
革
本
行
集
経
で
は
天
臂
城

(ぴ
ev
a
da
fza
)
中

の
一
釈
種
善
覚

(S
u
p
p
ab
ud
d
h
a
)
に
八
女
あ
り
、

第

一
を
為
意
、

第
八
を
摩
訶
波
闍
波
提
と
云
う
。

浄
飯
王
は
第

一
女
と
第
八
女
を
妃
と
な
す
の

で
、
為
意
と
は
摩
耶
を
指
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

摩
耶
は
太
子
悉
達
多

(S
id
d
h
a
tth
a)
誕
生
の
後
七
日
に
し
て
死
せ
る
た
め
、

摩

訶
波
闍
波
提
に
養
育
せ
ら
れ
た
が
、
太
子
は
長
ず
る
に
及
び
出
家
学
道
し
、
成
道
後
法
輪
を
各
地
に
転
ぜ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
摩
訶
波

闍
波
提
は
難
陀

(N
a
n
d
a)
の
母
で
あ
っ
て
、
『
十
二
遊
経
』

に

「
菩
薩
父
名
白
淨
、
其
父
兄
弟
四
人
。
白
淨
王
有
二
子
。
其
大
名
悉
逹
、
其
小
子
名
難
陀
。
菩
薩
母
名
摩
耶
。
難
陀
母
名
瞿
曇
彌
」

(正
蔵
四
・
一
四
六
)

と
あ
る
。
姨
母
は
後
に
浄
飯
王

の
死
後
、
出
家
せ
ん
と
欲
し
て
仏
所
に
至
り
、
懇
請
切
な
る
も
の
が
あ

っ
た
が
、
仏
は
こ
れ
を
許
容
す

る
色
が
な
か
っ
た
の
で
、
失
意
の
様
が
描
写
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
、

『中
阿
含
』
第
二
十
八
瞿
曇
弥
経

(正
蔵
一
.
六
〇
五
以
下
)、

四
分

律
第
四
十
八

(正
蔵
二
二
・
九
二
二
以
下
)
で
あ
る
。
即
ち

『中
阿
含
経
』
巻
二
十
八
に
描
写
せ
ら
れ
て
い
る
状
況
の
中
心
は

於
レ是
瞿
曇
彌
大
愛
復
詣
二佛
所

一。
稽
二首
佛
道

一却
住
一二

面
一白
日
。
世
尊
。
女
人
可
レ得
二
第
四
沙
門
果

一耶
。
因
レ
此
故
女
人
於
二此

正
法
律
中

㌔

至
信
捨
家
無
家
學
道
耶
。
世
尊
至
レ
三
告
日
。
止
止
瞿
曇
彌
。
汝
莫
レ作
二是
念

一。

女
人
於
二
此
正

法
律
中

一。

至
信
捨

家
無
家
學
道
。
瞿
曇
彌
大
愛
如
レ是
汝
剃
ご除
頭
髪
一著
二袈
裟
衣
一。

盡
二
其
形
壽
一淨
二
修
梵
行
一。

於
レ是
瞿
曇
大
愛
三
爲
二世
尊
一所
レ

制
。
稽
二首
佛
足
一。
繞
三
匝
而
去
。
彼
時
瞿
曇
彌
大
愛
塗
跣
汚
レ足
。

塵
土
盆
レ體
。
疲
極
悲
泣
住
ご
立
門
外
一。

尊
者
阿
難
見
三瞿
曇

彌
大
愛
塗
跣
汚
レ足
塵
土
盆
レ體
疲
極
悲
泣
住
二
立
門
外
一。
見
己
問
日
。
瞿
曇
彌
。
以
二何
等
一故
塗
跣
汚
レ足
塵
土
盆
レ體
。
疲
極
悲
泣

住
二
立
門
外

一。
瞿
曇
彌
大
愛
答
日
。
尊
者
阿
難
。
女
人
不
レ得
下於
一一此
正
法
律
中
一至
信
捨
家
無
家
學
道
上
。

尊
者
阿
難
語
日
。

瞿
曇

彌
。
今
且
住
レ此
。
我
往

一詣
佛
一白
二如
レ是
事
一。
瞿
曇
彌
大
愛
白
日
。
唯
然
尊
者
阿
難

(正
蔵
一
.
六
〇
五
)

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

二
五



一一六

と
あ
る
。
よ

っ
て
阿
難
は
瞿
曇
弥
の
鞠
養
の
恩
を
述
べ
、
出
家
学
道
を
願
う
。
世
尊
は
理
に
折
れ
て
、
そ
の
請
を
許
す
に
八
敬
法
を
施

設
し
た
。
八
敬
法
は
八
尊
師
法
と
も
い
い
、
『中
阿
含
』
巻
二
十
八
に
は

「如
レ是
阿
難
。

我
今
爲
二女
人
一説
二
八
尊
師
法
一。

謂
女
人
不
レ當
レ
犯
。

女
人
奉
持
盡
二
其
形
壽
一。

云
何
爲

レ
八
。
阿
難
。
比
丘
尼

當
下從
二
比
丘
一求
中
受
具
足
上
。
阿
難
。
我
爲
二女
人
一施
二
設
此
第

一
尊
師
法
一。
謂
女
人
不

レ當
レ犯
。
女
人
奉
持
盡
二
其
形
壽
㌔

阿
難
。

比
丘
尼
孚
月
牛
月
。
往
二從
比
丘
一受
レ教
。
阿
難
。
我
爲
二
女
人
一施
二
設
此
第
二
尊
師
法
一。
謂
女
人
不
レ當
レ犯
。
女
人
奉
持
盡
二
其
形

壽
一。
阿
難
。
若
住
止
処
設
無
二比
丘
一者
。
比
丘
尼
便
不
レ得
レ受
二夏
坐
一。

阿
難
。

我
爲
二女
人
一施
二設
此
第
三
尊
師
法
㌔

謂
女
人

不
レ當
レ
犯
。
女
人
奉
持
盡
二其
形
壽
一。
阿
難
。
比
丘
尼
受
二夏
坐
一訖
。
於
二兩
部
衆
中
一。
當
下
請
三
二
事
一求
中
見
聞
疑
上
。

阿
難
。

我

爲
二
女
人
一施
二
設
此
第
四
尊
師
法
一。
謂
女
人
不
レ當
レ犯
。
女
人
奉
持
盡
二
其
形
壽
一。

阿
難
。

若
比
丘
不
レ聽
二
比
丘
尼
問
一者
比
丘
尼

則
不
レ得
レ問
二
比
丘
經
律
阿
毘
曇

一。
若
聽
レ間
者
。
比
丘
尼
得
レ問
二經
律
阿
毘
曇

一。
阿
難
。
我
爲
二女
人
一施
二設

此
第
五
尊
師
法
一。

謂
女
人
不
レ當
レ犯
。
女
人
奉
持
盡
二
其
形
壽
一。
阿
難
。
比
丘
尼
不
レ得
レ読
二比
丘
所
犯
一。
比
丘
得
レ詭
二
比
丘
尼
所
犯
一。

阿
難
。

我

爲
二女
人
一施
二設
此
第
六
尊
師
法
一。
謂
女
人
不
レ當
レ犯
。
女
人
奉
持
盡
二其
形
壽
一。
阿
難
。

比
丘
尼
若
犯
二僭
伽
婆
尸
沙
㌔

當
於
二

兩
部
衆
中
一。
十
五
日
行
不
レ慢
。
阿
難
。
我
爲
二女
人
一施
一一設
此
第
七
尊
師
法
一。

謂
女
人
不
レ當
レ
犯
。

女
人
奉
二持
盡
二其
形
壽
一。

阿
難
。

比
丘
尼
受
二具
足
一雖
レ至
二
百
歳
一故
當
下
向
二始
受
具
足
比
丘
一。

極
下
稽
首
作
禮
恭
敬
承
事
叉
手
問
訊
上
。

阿
難
。

我
爲

二女

人
一施
二設
此
第
八
尊
師
法
一。
謂
女
人
不
レ當
レ
犯
。
女
人
奉
持
盡
二其
形
壽
こ

(正
蔵
一
・
六
〇
六
)

で
あ
る
。

さ
ら
に
仏
陀
は

「阿
難
。

若
瞿
曇
彌
大
愛
奉
二持
此
八
尊
師
法
一者
。

是
此
正
法
律
中
出
家
學
道
。

得
下
受
二具
足
一作

中
比
丘

尼
上
」
稲
と
の
依
嘱
に
よ

っ
て
、
阿
難
は
瞿
曇
弥
の
所
に
至
り
、
詳
に
こ
の
事
を
告
げ
た
。
聴
き
終

っ
た
瞿
曇
弥
は
阿

難
に
申
し
て
、
「
世

騫

ご
女
人
葹

二
設
此
八
尊
師
法

。
我
羣

形
壽
蕷

受
奉
蓮

す
る
こ
と
蠡

一員
い
、
齧

時
瞿
曇
彌
大
愛
。
於
二正
法
律
些

出
家
學
道
。



得
下
受
二具
足
一作
中
比
丘
尼
上」
(同
上
)
と
述
べ
ら
れ
て
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
大
迦
葉

(竃
9。
鼠
-冨
'sg
ap
a
)
が

「
阿
難
が
六
の
と
か
を
出
し
」
と
あ
る
の
は
、
『法
苑
珠
林
』
巻
第
十

二
に
よ
れ
ば
、

大
迦
葉
言
。
汝
更
有
罪
。
佛
意
不
欲
聽
女
人
出
家
。
汝
殷
勤
勸
請
。

佛
聽
爲
道
。
以
是
佛
之
正
法
。

五
百
歳
而
衰
微
。
汝
應
作
突

吉
羅
懺
。
阿
難
言
。
我
憐
愍
瞿
曇
彌
。
又
三
世
諸
佛
法
皆
有
四
部
衆
。
我
釋
迦
文
佛
云
何
獨
無

大
迦
葉
復
言
。
佛
欲
涅
槃
時
。
近
倶
夷
那
竭
城
背
痛
。
四
褻
欝
多
羅
僣
敷
臥
語
汝
言
。
我
須
水
汝
不
供
給
。
是
突
吉
羅
罪
。
阿
難
答

言
是
時
五
百
乘
車
截
流
而
度
令
水
渾
濁
。
以
是
故
不
取
。
大
迦
葉
復
言
。
正
使
水
濁
。
佛
有
大
神
力
能
令
大
海
濁
水
清
淨
。
汝
何
以

不
與
。
是
汝
之
罪
。
汝
去
作
突
吉
羅
懺
悔

大
迦
葉
復
言
。
佛
問
汝
。
若
有
人
四
神
足
好
修
可
住
壽

一
劫
若
減

一
劫
。
多
陀
阿
伽
度
。
四
神
足
好
修
欲
住
壽

一
劫
若
減

一
劫
。
汝

默
然
不
答
。
問
汝
至
三
。
汝
故
默
然
。
汝
若
答
。
佛
應
住

一
劫
若
減

一
劫
。
由
汝
故
令
佛
世
尊
早
入
涅
槃
。
汝
作
突
吉
羅
罪
懺
悔
。

阿
難
言
。
魔
蔽
我
心
。
是
故
無
言
。
我
非
悪
心
而
不
答
佛
。

大
迦
葉
復
言
。
汝
與
佛
褻
僣
伽
梨
衣
以
足
賜
上
。
是
汝
之
罪
。
汝
應
作
突
吉
羅
懺
悔
。
阿
難
言
。
爾
時
有
大
風
起
。
無
人
助
我
。
捉

衣
時
風
吹
來
墮
我
脚
下
。
非
不
恭
敬
故
搨
佛
衣
。

大
迦
葉
復
言
。
佛
陰
藏
相
。
般
涅
槃
後
以
示
女
人
。
是
何
可
恥
。
汝
應
作
突
吉
羅
懺
悔
。
阿
難
言
。
繭
時
我
思
惟
。
若
諸
女
人
見
佛

陰
藏
相
者
。
便
自
羞
恥
女
人
形
欲
得
男
子
身
。
修
行
佛
於
種
種
徳
根
。
以
是
故
我
示
女
人
。
不
爲
無
恥
而
故
破
戒
。

大
迦
葉
言
。
汝
有
此
六
種
突
吉
羅
罪
。
盡
應
僣
中
悔
過
。
阿
難
言
諾
。
隨
長
老
大
迦
葉
及
曾
所
教
。
是
時
阿
難
長
跪
合
掌
。
偏
袒
右

肩
蛻
革
履
。
作
六
種
突
吉
羅
罪
懺
悔
。」
(正
蔵
五
三
・
三
七
四
)

ど
あ
る
。
こ
れ
e
は
女
人
の
出
家
を
請
い
正
法
五
百
歳
を
衰
減
し
、
⇔
は
仏
陀
入
滅
の
ま
え
、
水
を
求
め
ら
れ
た
時
供
給
せ
ず
、
⇔
は

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

二
七



ご
八

住
寿
を
願
わ
ず
入
滅
を
早
め
、
㈲
は
仏
の
僧
伽
梨
衣

(sa
m
g
h
a
ti
大
衣
)
を
畳
む
時
、

足
を
以
て
上
を
踏
み
、
㈲

は
仏
入
滅
の
時
馬

女

人
に
仏

の
陰
蔵
相
を
示
し
た
五
罪
で
あ
る
。
突
吉
羅

(d
u
sk
rta)
は
悪
作
と
訳
さ
れ
、

一
般
に
比
丘
の
犯
す
悪
不

善
の
軽
罪
を
言
い
、

大
乗
戒
で
は
殺
生
等

の
十
重
禁
戒
以
外
の
余
の
諸
罪
を
、
軽
垢
罪
又
は
突
吉
罪
と
な
す
。
そ
の
懺
悔
に
関
し
て
は
又
諸
説
が
あ
る
が
、

総
じ
て
作
為
犯

(故
作
)
は
比
丘

一
人
の
前

に
て
懺
悔
し
、
不
作
為
犯
は
唯
自
責
の
心
を
発
す
る
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
。

五
罪
を
六

種

の
突
吉
羅
罪
と
す
る
の
は
、
厂五
罪

の
第
二
の
内
容
を
二
に
分

っ
も

の

で
、

仏
は
倶
夷
那
竭

(囚
β訟
-n
ag
ara
‐
現
A「
の
カ
シ
ア
K
asia

の
地
か
)
で
発
病
し
、
欝
多
羅
僭

(u
ttara
sa
fig
a
上
衣
)
を
た
た
み
、

そ
の
上
に
臥
し
て
入
涅
槃
せ
ん
と
し
、

阿

難
に
水
を
求
め
ら
れ

た
と
き
・
阿
難
は
五
百
乗
の
車
に
よ
っ
て
、
河
水
が
混
濁
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
た

一
件
に
対
し
、
大
迦
葉
は
佛

は
榊
力
を
以
て
、
濁

水
を
清
浄
な
ら
し
め
給
う
の
に
、
與
え
な
か
っ
た
不
明
を
責
め
て
二
重
に
問
責
し
て
い
る
。
本
文

に

「
阿
難
も
さ

か
し
き
聖
な
れ
ば
、

こ
た

へ
返
す
旨
お
ろ
か
な
ら
ず
」
と
は

「
六
の
と
が
」
と
し
て
引
く

『
法
苑
珠
林
』
の
第

一
の
突
吉
羅
罪
に
よ

っ
て
明
ら
か
な
如
く
、

「又
三
世
諸
佛
法
皆
有
四
部
衆
。
我
釋
迦
文
佛
云
何
獨
無
」
の
理
、
印
ち
三
世
の
諸
佛
共
に
皆
四
部
衆
即
ち

一
に
比
丘

(b
h
ik
5u
)、

二

に
比
丘
尼

(b
h
ik
　u
n
I)、
三
に
優
婆
塞

(u
p
asak
a
(、
四
に
優
婆
夷

(=
冨
.貯
倒
)
が
あ

っ
て
、

佛
教
教
団
が
構
成

せ
ら
れ
る
四
要
素
と

な

っ
て
い
る
事
象
を
挙
げ
、
釈
尊

の
教
団
の
み
比
丘
尼
の
存
在
を
認
め
ざ
る
道
理
な
き
を
以
て
、
姨
母
の
出
家
許
容
を
求
め
た
こ
と
を

開
陳
し
て
い
る
。

た
だ
こ
こ
に
付
記
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
『
三
宝
絵
詞
』

の
瞿
曇
弥
出
家

の
説
話

の
後
半
は
、
『
報
恩
経
』
巻
五
に
よ

っ
た
も
の
ら

し
い
。
後
に

「佛

の
給
は
く
」
は
同
経
の

「以
阿
難
故
。
令
諸
女
人
得
入
佛
法
。
愨
曇
彌
。
未
來
末
世
。
若
有
比
丘
尼
及
諸

一
切
諸
善

女
人
。
常
當
至
心
念
阿
難
恩
。

稱
名
供
養
恭
敬
尊
重
讃
歎
令
不
斷
。

若
不
能
常
畫
夜
六
時
令
心
不
忘
」
(正
蔵
三

・
1
五
四
)
が
根
拠
と

な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
文
に
続
く
の
が

「報
恩
經
に
の
給
は
く
」
の
典
拠
で
あ
る
。
即
ち

「時
僑
曇
彌
告
諸
比
丘
尼
及

一
切
諸
善



女
人
而
是
言
。
我
等
應
答
至
心
歸
命
阿
難
大
師
。
若
有
女
人
欲
求
安
隱
吉
鮮
果
報
。
常
當
於
二
月
八
日
八
月
八
日
。
著
淨
潔
衣
。
至
心

受
持
八
戒
齋
法
。
畫
夜
六
時
建
大
精
進
。
阿
難
印
以
大
威
神
力
。
應
聲
護
助
如
願
師
得
」
(同
上
)
で
あ
る
。

⇔

志

賀

伝

法

会

志
賀
山
寺
建
立
の
縁
起
と
、
伝
法
会
の
起
原
を
中
心
に
記
述
せ
ら
れ
て
い
る
。
志
賀
山
寺
の
建
立
に
つ
い
て
は
、
天
智
天
皇
即
位
六

年

(六
六
七
)、

即
ち

『
書
紀
』
巻
二
十
七
に
は

「
三
月
辛
酉
朔
己
夘
遷
二都
干
近
江
一是
時
天
下
百
姓
不
レ願
レ遷
レ都

諷
諌
者
多
童
謡
亦
衆

日
々
夜
々
失
火
處
多
」
と
あ
る
。
大
和
の
古
地
を
離
れ
、
新
都
に
移
住
す
る
こ
ど
に
は
、
強
い
抵
抗
が
あ

っ
た
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。

『扶
桑
略
記
』
第
五
は
、
こ
の
遷
都
を
正
月
と
し
、
二
月
三
日

天
皇
寢
二
大
津
宮
一。
夜
孚
夢
見
二法
師
一。
來
云
。
乾
山
有
一二

靈
窟
一。
宜
二早
出
見
一。
天
皇
驚
寤
。
出
見
二彼
方
之
山
一。
火
光
細
昇

可
二
十
餘
丈
一。
火
焔
廣
照
。
甚
爲
一一希
有
一。
印
召
二大
件
連
櫻
井
等
一令
レ見
。
皆
奏
二奇
異
之
相

一。
明
日
尋
二求

其
地
一。
天
皇
行
幸
。

願
滿
法
師
等
相
具
。
當
二彼
火
光
處
一。
有
一一小
山
寺
一。

一
優
婆
塞
經
行
念
誦
。
召
レ之
借
二問
地
山
之
名
一。

答
日
。

古
仙
靈
窟
伏
藏

地
。
佐
々
名
實
長
等
山
。
干
レ時
優
婆
塞
自
然
失
之
。
罔
レ
知
レ所
レ
在
。
但
其
地
躰
骨
。
林
樹
森
々
。
谷
深
巌
峻
。
流
水
清
涼
。
寂
莫

閑
空
。
可
レ稱
二勝
地
一矣

(国
史
大
系
一
二
.
六
〇
)

と
あ
る
。
そ
の
位
置
は
大
津
宮

の
乾

(西
北
)
山
の
一
霊
窟

の
夢
告
に
よ
り
選
定
せ
ら
れ
、
翌
年

い
わ
ゆ
る

「古
仙
霊
伏
蔵
地
、
佐
々

名
実
長
等
山
に
崇
福
寺
建
立
を
発
願
せ
ら
れ
た
。
『
扶
桑
略
記
』

に
は

「
七
年
戊
辰
正
月
十
七
日
。
於
二
近
江
國
志
賀
郡
一。
建
二
崇
福
寺
一。
始
令
レ季
レ地
。
掘
二出
奇
異
寳
鐸

一
口
一。
高

五
尺
五
寸
。
又
掘
二

出
奇
好
白
石
一。
長
五
寸
。
夜
放
二光
明

一。
天
皇
敏
二左
手
無
名
指
一。

納
一燈

爐
下
唐
石
臼
内
一。

奉
二爲
二
恩
一。

掌
中
捧
レ燈
。

恒

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

二
九



三
〇

供
二彌
勒
佛
及
十
方
佛
一焉
。
自
レ介
以
還
。
靈
驗
如
レ
在
。
天
下
之
人
無
レ不
一一歸
依
一」
(同
上
)

と
あ

っ
て
、
「
古
仙
靈
窟
伏
藏
地
」
に
応
ず
る
が
如
き
霊
証
を
発
掘
し
、
「火
光
細
昇
可
十
餘
丈
」
の
光
源
の
地
に
建
立
せ
ら
れ
た
。
そ

の
規
模
に
つ
い
て
は

『
崇
福
寺
縁
起
』
を
引
く
が
、
そ
れ
に
拠
れ
ば

「金
堂

一
基
。
五
間
檜
皮
葺
。
奉
レ
造
二坐
彌
勒
丈
六

一
驅
并
脇
侍
二
菩
薩
像
一。
講
堂

一
基
。
五
聞
檜
皮
葺
。
奉

レ造
二坐
藥
師
佛

一
躯

并
脇
侍

二
菩
薩
像

一。
小
金
堂

一
基
。
三
間
檜
皮
葺
。
奉
レ
造
ご
坐
阿
彌
陀
佛

一
躯
并
脇
侍
二
菩
薩
像
一。
三
重
寳
塔

一
基
。
檜
皮
葺
。

奉
レ造
二
坐
四
方
佛
。
脇
侍
二
菩
薩
像

一。
燈
爐

一
基
。
構
二居
唐
石
臼
上
一。
鐘

一
口
。
高
六
尺
。

十
三
問
僭
房

一
宇
。

七
間
僭
房

一

宇
。
印
藏

一
宇
。
炊
屋

一
宇
。
五
間
檜
皮
葺
。
湯
屋

一
宇
。
三
問
檜
皮
葺
。
竄
屋

一
宇
。
三
間
板
葺
。
淨
屋

一
宇
。
五
間
檜
皮
葺
。

(同
上
)

と
あ
る
。
そ
の
宏
壮
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
知
せ
ら
れ
る
。
ま
た

『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
第
三
に
納
め
る

『
延
暦
僧
録
』
第
二
、

「
近

江
天
皇
菩
薩
傳
」
に
よ
れ
ば
、

「情
天
宮
願
レ
生
ご兜
率
一。
便
於
二滋
賀
山
門
一。
鑿
レ巌
構
レ宇
。
興
二建
金
地
一。
立
二寳
殿
二
宇
一。

彌
勒
像

一
舗
。

寫
二彌
勒
經
上
中

下
十
部
一。
香
爐
十
具
。
花
盤
十
面
。
食
邑
五
十
戸
。
水
田
若
干
。
作
二
往
生
供
料
一。
年
別
夏
秋
冬
三
日
三
夜
。
請
二
十
法
師
一奉
二爲

三
天
皇
一讃
經
禮
佛
。
發
願
造
己
畢
。
印
於
次
東
造
二講
堂

一
宇

一。
次
東
附
レ
山
造
二僣
房
十
口
一。
次
東
造
二食
屋
厨
坊
器
室
高
脚
一。

次
金
堂
。
南
越
レ躙
造
レ橋
。

廊
二
行
東
西
相
封
。

於
ご南
崗
嶺
一造
二
殿
二
宇

一。

殿
東
建
ご如
來
塔

一
區
四
三
級

一。

於
一三

殿
中
間

一

竪

燈

瀧

一
柱
一。
燈
瀧
下
。
乃
天
皇
菩
薩
發
願
截

二

指
一在
一一燈
瀧
中
一。

指
上
燃
レ燈
供
二
養
本
師
釋
迦
文
塔
及
佛
像
一。

又
願
此
燈

明
々
不
レ繦
。
直
至
二當
來
龍
花
會
中
一。
慈
氏
調
御
盡

一
住
劫
千
佛
如
來
倶
受
二我
燈
供
養
一。
又
願
以
二此
燈
一供

二養
未
來
星
宿
劫
中

千
佛
如
來
一。

更
願
我
此
指
燈
供
二養
盡
未
來
劫

一
切
如
來
一。

劫
有
二窮
盡
一此
願
無
レ盡
。

又
願
預
一一我
法
會
一者
。

同
昇
二
知
足

一共



赴
二龍
花
一自
レ是
己
來
迄
レ今
不
繦
」
(国
史
大
系
三
一
・
八
四
)

と
あ

っ
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
崇
福
寺
の
伽
藍
の
配
置
、
資
財
、
そ
の
他

「年
別
夏
秋
冬
三
日
三
夜
。
請
二
十
法
師
一奉
二
爲
三
天
皇
一讀
經

禮
佛
」

の
法
会
と

「指
上
燃
燈
供
養
」
の
願
意
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
。

同
寺
は
天
平
宝
子
七
年

(七
五
七
)
閏
五
月
二
十
日
香
山

・
薬
師

・
建
興

・
法
花
寺
と
共
に
各
緬
二
百
疋
、
布
四
百
端
、
綿

一
千
屯
、

稲

一
十
万
東
、
墾
田
地

一
百
町
を
施
入
せ
ら
れ
、
同
年
七
月
十
三
日
に
は
墾
田
地
を
五
百
町
に
限
定
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
同
八
年
八
月
四

日

「
以
二近
江
國
朝
書
法

一
百
卷
一施
二
入
崇
幅
寺
こ

と
あ
り
、
宝
亀
二
年

(
七
七
一
)
八
月

二
十
六
日
僧
綱
及
び
諸
大
寺
の
印
が
鋳
造
せ

ら
れ
た
時
、
そ
の
列
に
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
桓
武
天
皇
の
四
七
斎
、
六
七
斎
が
大
同
元
年

(八
〇
六
)
四
月
佐
比
鳥
戸
崇
福
寺
に
お
い
て

行

わ
れ
る
等
、
朝
野

の
帰
仰
が
厚
か
っ
た
。
弘
仁
六
年

(八
一
五
)
正
月
十
五
日

『
日
本
後
紀
』
巻
二
十
四
に

「
崇
幅
梵
釋

二
寺
者
。
禪
居
之
淨
域
。
伽
藍
之
勝
地
也
。
今
聞
。
道
俗
相
集
。
還
穢
ご佛
地
一。
繋
レ馬
牽
レ牛
。

犯
汗
良
繁
。

宜
レ令
三

近
江
國
嚴
加
二禁
斷

一。
若
有
二不
レ從
レ制
者

一。
五
位
己
上
録
レ名
。
六
位
己
下
留
レ身
。
並
言
上
」
(国
史
大
系
三

・
一
三
〇
)

と
あ

っ
て
、
浄
域
維
持
の
制
を
定
め
た

一
面
、
道
俗
群
参
の
趣
き
が
知
ら
れ
る
。
嵯
峨
天
皇
も
同
年
四
月

二
十
二
日

幸
二近
江
國
滋
賀
韓
埼

一。
便
過
二崇
輻
寺

一。
大
僭
都
永
忠
。
護
命
法
師
等
。
率
二衆
僣
一奉
レ迎
二
於
門
外

一。
皇
帝
降
レ輿
。
升
レ堂
禮
レ

〔
淳
和
〕

佛
。
更
過
一一梵
釋
寺
一。
停
レ輿
賦
レ
詩
。
皇
太
弟
及
群
臣
奉
レ和
者
衆
。

大
僣
都
永
忠
手
自
煎
レ
茶
奉
御
。

施
二御
被
一。

印
御
レ舩
泛
レ

湖
。
國
司
奏
二風
俗
歌
舞
一。
五
位
己
上
并
掾
以
下
賜
二
衣
被
一。
史
生
以
下
郡
司
以
上
賜
レ綿
有
レ差
」
(同
上

・
一
三
二
)

と
あ
っ
て
、
親
し
く
崇
福
寺
に
詣
で
、
梵
釈
寺
及
び
湖
上
に
お
い
て
の
清
興
が
あ
っ
た
こ
と
が
偲
ぼ
れ
る
。

こ
の
両
寺
は
と
も
に
朝
家
の
尊
信
を
受
け
、
承
和
四
年

(八
三
七
)
五
月
、
孃
実
致
祥
の
た
め
五
月
上
旬
か
ら
八
月
上
旬
ま
で
、
勅
を

奉

U
て
昼
は
大
般
若
経
、
夜
は
薬
師
の
宝
号
を
毎
月
三
旬
三
ケ
日
論
転
讃
誦
し
た
二
十
箇
寺
の
中

に
名

を
列
ね
、
(「続
日
本
後
記
」
巻

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

一一二



三
、二

六
、
国
史
大
系
三
・
六
六
)
又
斉
衡
三
年

(八
五
六
)
六
月
.
所
寫

の

一
切
経
を
読
ま
し
む
る
た
め
、

二
百
六
十
五
僧
を
十
四
寺
に
請
じ
た

中

に
、
両
寺
の
名
を
見
出
す
。

(『文
徳
実
録
」
巻
八
、
国
史
大
系
三
・
八
二
)
清
和
天
皇
は
貞
観
五
年

(八
六
三
)
七
月
二
十
七
日
、
新
銭
二

十
貫
鉄
二
十
廷
を
施
入
し
た
°
cr
>
>代
実
録
」
巻
七
、
国
史
大
系
四
.
二

四
)
同
八
年
閏
三
月
二
十
二
日
の
条
に
は

「會
二
百
官
一。
大
二
祓
於
會
昌
門
前

一。
以
二
應
天
門
火
一也
。
是
日
於
一一崇
輻
寺
一。
請
三
一十
僭

一。
限
以
一毛

日
一。
轉
二讀
大
般
若
經

一。

於
二梵
釋
寺

一。
請
二
十
僣

一修
二四
王
秘
法

一。
限
二
七
日
一訖
。
並
此
清
二災
變
一也
」
(同
上
.
一
八
〇
)

と
あ
っ
て
、

応
天
門

の
焼
失
に
つ
い
て
は
、

こ
の
年
三
月
十
日
で
あ
る
。

「
夜
。

應
天
門
火
。

延
燒
二棲
鳳
翔
鸞
兩
樓

一」
の
記
事
を

受

け
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
四
月
五
日
京

に
近
き
十
六
箇
寺
と
共
に
金
剛
般
若
経

・
般
若
心
経
を
転
読
し
、

陽
成
天
皇
の
元
慶
四
年

(
八
八
〇
)
十

一
月
二
十
九
日
、
清
和
上
皇
の
聖
躰
不
予
に
あ
た
り
、
使
者
を
遣
し
て
功
徳
を
修
し
た
二
十

一
寺
中
に
も
名
を
列
ね
、
(同

上

・
四
八
四
)
光
孝
天
皇
は
仁
和
元
年

(八
八
五
)
四
月
二
十
日
、

延
暦
寺

・
東
西
院

・
崇
福

・
梵
釈

・
元
興
寺
等

の
五
寺
に
お
い
て
、

各
十
僧
を
請
じ
、
こ
の
日
か
ら
五
十
日
間
大
般
若
経
を
転
読
し
て
、
太
政
大
臣
基
経
の
満
五
十
算
を
賀
し
、
象
ね

て
寿
命
を
祝
し
た
。

(同
上
・
五
八
七
)
か
く
の
如
き
朝
廷
と
の
連
り
は
、
崇
福
寺
の
寺
門
の
隆
興
と
外
護
の
厚
か
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
し
か
る
に

『扶
桑
略
記
』
巻
二
十
二
に
は
、
延
喜
廿

一
年

(九
二
一
)
「
十

一
月
三
日
。

近
江
國
志
賀
郡
崇
幅
寺
火
災
。

拂
レ地
無
レ殘
」
(国
史
大
系

一
二
二

九
四
)
と
あ
り
、
同
巻
二
十
四
に
は
、
延
長
五
年

(九
二
七
)
十
月
、

「同
月
廿
六
日
甲
辰
。
供
二養
崇
幅
寺

一。
晩
鐘
之
後
。
天

樂
聽
レ
空
。
開
眼
之
間
。
光
輝
照
レ天
。
法
會
之
初
。
紫
雲
涌
レ
上
。
見
者
聞
者
歎
而
又
異
。
會
中
之
衆
隨
喜
讃
嘆
。
故
老
比
丘
垂
レ涙
發

心
。
權
律
貍

徽
爲
二導
魎

。
裔

藩

利
爲
二咒
壓

。
鯉

供
」

(同
上
二

九
九
)
と
あ
っ
て
、
再
び
旧
彎

復
す
る
こ
と
を
得
た
。

し
か
る
に
同
書
巻
二
十
六
に
は
、
康
保
二
年

(九
六
五
)
「
三
月
廿
日
。
夜
。

近
江
國
崇
輻
寺
火
実
。

堂
塔
佛
像
經
藏
鐘
樓
僭
房
等
皆
悉

燒
亡
」
(同
上
・二
四
一一)
と
あ

っ
て
、

再
度
炎
上
し
た
が
、

そ
の
都
度
復
興
せ
ら
れ
た
。

天
延
四
年

(九
七
六
)
近
畿
を
襲
う
た
大
地
震



は
、
六
月
十
八
日
申
時
で
あ
り
、
内
裡

の
築
垣
も
頽
れ
、
天
下
舎
屋
、
京
洛
築
垣
皆
頽
落
す
る
被
害
を
受
け
、
主
上
も
堀
河
太
政
大
臣

兼
通
邸
に
遷
幸
す
る
程
で
、
多
く
の
死
者
を
出
し
た
。
こ
の
時

「
崇
幅
寺
法
華
堂
南
方
頽
入
二谷
底
一。
時
守
レ堂
僣
千
聖
同
入
レ
谷
死
。

鐘
堂
顛
倒
。
彌
勒
堂
上
岸
崩
落
。
居
一一堂
上
二

大
石
落
。
打
二
損
乾
角
一。」
(同
上
・
二
四
八
)
と
あ
っ
て
、
造
成
地

の
崩
壊
に
よ
る
建
造

物

の
被
害
は
甚
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に

『
日
本
紀
略
後
篇
』
巻
十
三
、
治
安
二
年

(
一
〇
二
二
)
十
二
月
の
条
に

「
囗
口
日
。
崇

幅
寺
有
二
火
事
一」
(国
史
大
系

=

・
ご
五
九
)
と
あ
っ
て
、
そ
の
被
害
の
程
度
は
詳
か
で
な
い
が
、
そ
の
再
建
に
多
く
の
歳
月
を
費
し
、

天
喜
五
年

(
一
〇
五
七
)
十

一
月
卅
日
落
慶
供
養
し
た
。
即
ち

『扶
桑
略
記
』
巻
二
十
九
に
、

供
二養
崇
幅
寺
一。
此
寺
者
。

勝
形
甲
二於
天
下
一。

靈
驗
洽
二干
寰
中
一。
草
創
以
來
。

星
霜
多
積
。

爰
去
治
安

二
年
。
佛
閣
火
災
。

如
雲
之
搆
化
レ燼
。
滿
月
之
像
爲
レ灰
。
方
今
尋
二基
趾
於
曩
時
一。
建
二堂
舍
於
舊
地
一。
又
奉
レ造
二金
色
彌
勒
菩
薩
像

一
躰
。
脇
士
菩

薩
二
躰

一。
惣
如
二本
願

一。
便
擇
二曜
宿
一。
敬
以
供
養

(国
史
大
系

=
一
・
二
九
五
)

と
あ
り
、

そ
の
後
承
保
三
年

(
一
〇
七
六
)
十
月

「廿
六
日
己
酉
。
供
二
養
志
賀
寺
内
塔
一」
(同
上
.
三
一
八
)
と
あ
る
の
で
、

こ
れ
等

の

再
建
は
、
創
建
当
初
の
規
模
に
復
元
す
る
こ
と
が
主
眼
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
長
寛
元
年

(
=

六
三
)
六
月
九
日
、
延
暦
寺
の
衆
徒
蜂
起

し
て
、
園
城
寺
を
焼
く
に
際
し
て
、
そ
の
災
厄
に
遘
う
。
そ
の
後
の
消
息
に
つ
い
て
は
、
全
く
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

崇
福
寺
伝
法
会
の
創
始
者
、
橘
奈
良
麿
の
事
蹟
に
っ
い
て
は
、
そ
の
文
献
上
に
初

め
て
載
せ
ら
れ
た
の
は
、

天
平
十
二
年

(七
四
〇
)

五
月
、
無
位
奈
良
麿
は
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
、
余
後
累
進
し
て
天
平
勝
宝
元
年

(七
四
九
)
七
月
、
従
四
位
上
橘
宿
弥
奈
良
麿
は
参
議

と
な
り
、
同
四
年
十

一
月
、
但
馬
、
因
幡
按
察
使
兼
伯
耆

・
出
雲

・
石
見
等

の
国

の
非
違
の
事
を
檢
校
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、

つ
い

で
天
平
宝
字
元
年

(七
五
七
)
左
大
弁
と
な
る
。
奈
良
麿

の
父
は
諸
兄
で
あ
り
、
母
は
不
比
等

の
子
多
比
能
で
あ
る
。
父
諸
兄
は
天
平
勝

宝

八
年

(七
五
六
)
二
月
、

「丙
戍
左
大
臣
正

一
位
橘
諸
兄
致
仕
。
勅
依
レ請
許
之
」
(国
史
大
系
二
.
ご
二
三
)
さ
れ
、

夏
四
月
聖
武
上
皇

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

三
三



三
四

不
予
、

つ
い
で
五
月
二
日
、

「是
日
太
上
天
皇
崩
一一於
寢
殿
一。

詔
以
二中
務
卿
從
四
位
上
道
祀
王
一爲
二
皇
太
子

こ

(同
上
二
三

四
)
し

た
ゆ
翌
天
平
宝
字
元
年
正
月
六
日

「
乙
卯
。

前
左
大
臣
正

一
位
橘
朝
臣
諸
兄
薨
」
じ
、
三
月
廿
九
日
皇
太
子
を
廃

し
、
四
月
四
日
、
天

皇

は
皇
儲
を
下
問
せ
し
と
こ
ろ
、
塩
焼
王

(道
祖
王
兄
)
池
田
王
を
立
つ
べ
き
で
あ
る
等
、
諸
説
が
行
わ
れ
た
が
、
新
興
勢
力
を
築
き

つ

っ
あ
っ
た
大
納
言
藤
原
仲
麻
呂
は
、
「
知
レ臣
者
莫
レ若
レ君
。
知
レ子
者
莫
レ若
レ
父
。
唯
奉
二天
意
所
レ擇
者
一耳
。
勅
日
宗
室
中
。
舍
人
。

新

田
部
兩
親
王
。
是
尤
長
也
。
因
レ茲
。
前
者
立
二道
租
王
一。

而
不
レ順
二勅
教
一。
途
縱
二婬
志
一。

然
則
可
レ擇
二舍

人
親
王
子
中

一。
然

船

王
者
閨
房
不
レ修
。
池
田
王
者
孝
行
有
レ闕
。
鹽
燒
王
者

太
上
天
皇
責
以
二無
禮
一。
唯
大
炊
王
。
雖
レ
未
二長
壯

一。
不
レ聞
二過
惡
一。

欲

レ立
二
此
王
一。

於
二諸
卿
意
一如
何
」
(同
上
・
11三
O
)
と
奉
答
し
、

こ
れ
等
の
対
立
は
勅
命
を
仰

い
で
決
裁
せ
ら
れ
、

仲
麿
案
が
採

択

せ
ら
れ
た
。
以
上
の
諸
王

の
関
係
を

『本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
(群
類
五
・
二
二
以
下
)
に
よ
っ
て
示
せ
ぼ
左
頁
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し

そ

の
間
に
既
に
内
定
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
は

「先
レ是
。
大
納
言
仲
痲
呂
招
二大
炊
王

一。
居
二
於
田
村
第
一。

是
日
。
遣
二内
舍
人
藤
原
朝
臣
薩
雄
。
中
衛
二
十
人
一。
迎
二
大
炊
王
一。
立
爲
二
皇
太
子
一」
(同
上
)
と
あ

っ
て
、
諸
事
す
べ
て
が
順
調
に

進
展
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の

一
件
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
如
く
、
頓
み
に
抬
頭
し
て
き
た
藤
原
氏
中
の
新
興
勢
力
に
、
か
ね
て

快

か
ら
ぬ
橘
奈
良
麻
呂

一
派
は
、
そ
の
排
除
策
を
企
て
て
い
た
。
佐
伯
全
成
の
勘
問
に
よ

っ
て
発
覚
し
た
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
天
平
十

七
年

(七
四
五
)
か
ら
不
平
貴
族
に
策
動
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
て
、

立
太
子
失
敗
後
、

天
平
勝
字
元
年
七
月
ク
ー
デ
タ
ー
決
行

の
謀

議

は
小
野
東
人
の
自
白
に
よ
れ
ば
、
「
去
六
月
中
。
期
會
謀
レ事
三
度
。
始
於
一一奈
良
麻
呂
家

一。

次
於
一一圖
書
藏
邊
庭

一。

後
於
一一太
政
官

院
庭
一。
其
衆
者
安
宿
王
。
黄
文
王
。
橘
奈
良
麻
呂
。
大
俘
古
痲
呂
。
多
治
比
犢
養
。

多
治
比
禮
痲
呂
。

大
律
池
主
。
多
治
比
鷹
主
。

大
俘
兄
人
。

自
餘
衆
者
闇
裏
不
レ見
二
其
面
一。

庭
申
禮
二拜
天
地
四
方

一。
共
飮
二鹽
汁
一。
誓
日
。
將
以
二
七
月
二
日
闇
頭
一。
發
レ兵
圍
二

内
相
宅
一。
殺
劫
鄙
圍
二大
殿
一。

退
二皇
太
子
一。

次
傾
二皇
太
后
宮
一而
取
二鈴
璽
一。
印
召
二右
大
臣
一將
使
二號
令
一。

然
後
廢
レ帝
簡
二
四



天
武
天
皇
1

1
草
壁
皇
子

i
大
津
皇
子

-
長

親

王

1
舎
人
親
王
1

1
弓
削
王
子

1
新
田
部
墾

⊥

1
穂
積
親
王

-
高
市
王
子

-
忍
壁
親
王

-
大

炊

王

(淡

路

廃
帝

)

-御

原

王

-
三
使

王

⊥
ご
島

王

-船

王

-池

田

王

-式

部

王

-守

部

王

-出

木

井

王

-貞

代

王

-
塩
焼

王

ー首
刷置

王

王
中
一立
以
爲
レ君
」
(同
上
・
二
三
五
)
ど
あ
る
の
で
、

回
数
を
重

ね
て
会
合
し
、
そ
の
方
法
手
順
ま
で
決
定
し
た
が
、
密
告
者
に
よ

っ
て
露
見

し
、
逆
党

一
味
は
獄

に
下
さ
れ
、
あ
る
い
は
獄
中
に
死

し
、
法
に
よ
っ
て
配
流
さ
れ
た
。

『尊
卑
分
脈
』
に
は

「天
李
勝

寳
九
七
二
被
誅
卅
七
才
」
と
あ
る
の
で
、

逆
算
す
れ
ば
養
老
六
年

(七
tlll)
S
生
誕
と
な
り
、

伝
法
会
を
始
修
し
た
天
平
勝
宝
八
年

は
死
の
前
年
に
当
る
。

伝
法
会
始
行
の
期
日
に
つ
い
て
は
、
前
田
家
本
は
二
月
五
日
、

『今
昔
物
語
』
は
二
月
十
五
日
と
す
る
が
、
觀
智
院
本
は
三
月
の

項
に

お

さ

め
、

し
か
も
次
ぎ
の
薬
師
寺
最
勝
会
は
七
日
よ
り
始

め
、
高
雄
法
花
会
は
八
日
よ
り
始
ま
る
等
、
月

の
初
め
よ
り
次
第

し
て
い
る
こ
と
に
ょ
っ
て
三
月
五
日
と
す
る
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

名
称
に
つ
い
て
は

『
三
宝
絵
詞
』
及
び

『今
昔
物
語
』
は
、
伝

法
会
と
す
る
が
、
『
栄
花
物
語
』
「う
た
か
ひ
」

の
卷
は

三
月
、
志
賀
の
弥
勒
会
に
参
ら
せ
給
ふ
。
こ
れ
は
天
智
天
皇
の

御
寺
な
り
。
天
平
勝
宝
八
年
、
兵
部
卿
正
四
位
下
橘
朝
臣
仲
麿
が
行
ひ
始
め
た
る
な
り
。
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
れ
て
、
万
の
事
急

が
せ
給
ふ
。
(日
本
古
典
文
学
大
系
上

・
四
五
三
)

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

三
五



三
六

と
あ
っ
て
、
伝
法
会
は
ま
た
弥
勒
会
と
も
称
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

天
智
天
皇

の
弥
勒
信
仰
は
、
前
引
の

『
延
暦
僧
録
』

の
文
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
が
、
天
皇
の
発
願
せ
ら
れ
た
三
天
皇
の
奉
為
の
読

経
礼
仏
は
如
何
な
る
意
味
を
持

つ
も
の
で
あ

ろ
う
か
、

ま
た

『延
暦
僧
録
』
の

「
又
願
預
二我
法
會
一者
。

同
昇
二
知
足
一共
赴
二龍
花
一

自

レ是
己
來
迄
レ今
不
レ繦
」
と
は
、
天
皇
の
発
願
の
深
厚
な
る
こ
と
を
物
語
る
と
共
に
、
『僧
録
』
成
立
の
時
点
ま

で
継
続
せ
ら
れ
た
こ

と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
三
天
皇
に
つ
い
て
は
想
像
の
範
囲
を
出
つ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
敏
達
天
皇
と
舒
明
天
皇
、
皇
極
天
皇
で

あ
ろ
う
。
即
ち
皇
室
の
系
譜
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

敏
達
天
皇
-
押
坂
大
兄
皇
子

敏
達
天
皇
-
糠
手
姫
皇
女

敏
達
天
皇
-
押
坂
大
兄
皇
子
-
茅
渟
王

=

欽
明
天
皇
-
桜
井
皇
子

吉
備
姫
王

舒
明
天
皇

皇
極
天
皇

天
智
天
皇

こ
の
読
経
礼
仏
は

「年
別
夏
秋
冬
三
日
三
夜
」
と
あ
る
が
、
『
延
喜
式
』
巻
二
十

一
に

凡
崇
幅
寺
苺
年
四
月
+
二
月
悔
過
各
三
日
。

謂

龕

響

+
其
僭
者
。
當
寺
港

合

。
三
綱

百

。
威
儀
師
若
從
儀
師

膏

。

並
以
二次
第
一請
。
其
布
施
供
養
用
二寺
田
地
子
物
一。
(国
史
大
系
九
・
五
三
四
)

-

と
あ

っ
て
、
秋

の
法
会
は
す
で
に
脱
落
し
て
い
る
が
、
崇
福
寺
に
と
り
伝
法
会
と
共
に
古
き
重
要
な
勤
め
の

一
で
あ
る
。
伝
法
会
の
趣

旨
は

『
三
宝
絵
詞
』
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
要
す
る
と
こ
ろ
、
崇
福
寺
の
勅
願
寺
と
し
て
、
又
諸
大
寺
に
数
え
ら
れ

る
性
格
の
上
に
、

更

ら
に
学
問
寺
と
し
て
の
要
素
を
上
積
み
せ
ん
と
の
意
志
が
見
ら
れ
る
。
し
か
も
橘
奈
良
麻
呂
を
し
て
米

一
万
斤
、
田
廿
町
を
施
入
せ

し

め
、
永
代
の
存
続
を
念
願
す
る
所
以
は
、
彼
と
崇
福
寺
と
の
必
然
的
つ
な
が
り
が
考
察
せ
ら
れ
る
。
橘
氏
の
系
譜

は
敏
達
天
皇
に
発



祥
す
る
こ
と
に
つ
き
、
『尊
卑
分
脈
』
に

敏
達
天
皇
ー
難
波
親
王
-
大
俣
王
-
栗
隈
王
-
美
努
王
ー
諸
兄
-
奈
良
麻
呂

と
あ
り
、
こ
の
曩
祖
を

一
に
す
る
天
皇
創
建

の
寺
、
そ
の
寺
院

の
体
質
改
善
の
法
会
に
、
奈
良
麻
呂
の
遺
意
は
継
承
せ
ら
れ
て
、

「
そ

れ
よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
、
橘
氏

の
人
々
ま
う
て
て
行
は
し
む
」
と
あ
る
。

こ
の
伝
法
会
の
意
義
と
本
質
を
明
確
に
し
、

「諸

の
大
小
乘
經
律
論
を
つ
た
へ
よ
ま
し
め
む
」
と
は
、
単
に
個
人
に
要
求
せ
ら
れ
た

の
で
な
く
、

「
っ
た

へ
よ
ま
し
め
」
る
場
に
多
く
の
対
象
が
予
想
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
下

の
文
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち

「
っ

た

へ
よ
む
」
と
は
説
法

の
代
名

で
あ
る
。
説
法
は
法
施
と
も
い
い
、

『増

一
阿
含
経
』
第
二
十
声
聞
品
に
、
如
來

は
二
種

の
施
を
説
く

法

施
及
び
財
施
な
り
と
あ
り
、
『大
智
度
論
』
第
十

一
に
法
施
に
っ
い
て
、

有
人
言
。
常
以
二好
語
一有
レ所
二
利
盆
一。
是
爲
二法
施

一。
復
次
有
人
言
。
以
二諸
佛
語
妙
善
之
法

一。
爲
レ人
演
説
。
是
爲
二法
施
一。
復

次
有
人
言
。
以
三
二
種
法
一教
レ
人
。

一
修
妬
路
二
毘
尼
三
阿
毘
曇
。
是
爲
二法
施
一。
復
次
有
人
言
。
以
二四
種
法
藏
一教
レ人
。

一
修
妬

路
藏
二
毘
尼
藏
三
阿
毘
曇
藏
四
雜
藏
。
是
爲
二法
施

一。
復
次
有
人
言
。
略
説
以
三
一種
法

一教
レ
人
。

一
聲
聞
法
二
摩
訶
衍
法
。
是
爲
二

法
施
一。」
(正
蔵
二
五
・
一
四
三
)

と
あ
っ
て
、
法
施
の
範
囲
を
教
示
し
、
し
か
も

復
次
非
三但
言
読
名
爲
二法
施
一。
常
以
二淨
心
善
思
一。

以
教
一二

切
一是
名
二法
施

一。

譬
如
二財
施
一不
レ以
二善
心

一不
レ名
三
嘱
徳
一法
施

亦
爾
。
不
レ以
二淨
心
善
思
一則
非
二法
施
一。
(同
上
・
一
四
四
)

と

、
浄
心
善
思
を
法
施

の
状
件
と
し
、

復
次
読
法
者
。
能
以
二淨
心
善
思
一讃
二歎
三
寳
一。
開
二罪
輻
門
一示
二四
眞
諦
一0

Tha
l。

敏
11化
衆
生
一令
レ
入
二
佛
道

一。

是
爲
二眞
淨
法
施
一。

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

三
七



三
八

(同
上
)

と
、
真
浄

の
法
施
は

「教
化
衆
生
」
を
究
竟

の
目
的
と
す
。

復
次
略
諡
レ法
有
三
薐

一。

一
者
不
レ惱
二衆
生
善
心
慈
螫

。
是
爲
二
佛
道
因
簪

。
二
者
觀

痴

諸
法
眞
空

。
是
震

湟

槃
道
因
縁

一、

在
二
大
衆
中
一興
二
愍
哀
心
一説
二
此
二
法

一。
不
レ爲
二名
聞
利
養
恭
敬
一。
是
爲
二清
淨
佛
道
法
施
一

と
あ
っ
て
、
説
法
は
、
衆
生
の
仏
道
の
因
縁
の
為
め
、
涅
槃
道
の
因
縁
の
た
め
を
第

一
義
と
し
、
名
聞
利
養
の

た

め

を

誠
し
め
て
い

る
。

、

如
レ是
等
種
種
因
縁
説
法
度
レ人
。
名
爲
ご法
施
一。

と
。
以
上
の
如
く
、
目
的
、
条
件
、
動
機
と
も
に
清
浄
で
あ

っ
て
、
始
め
て
法
施
と
な
る
の
で
あ
る
。
布
施

の
二
種

に
つ
い
て

如
二佛
所
7
言
。
二
施
之
中
法
施
爲
レ勝
。
所
以
者
何
。
財
施
果
報
在
二
欲
界
中
一。

法
施
果
報
或
在
三
二
界
一。

或

出
二三
界
一。
…
…
復

次
財
施
有
レ
量
。
法
施
無
レ量
。
財
施
有
盡
。
法
施
無
盡
。
譬
如
二以
レ
薪
盆
レ火
其
明
轉
多
一。
復
次
財
施
之
報
淨
少

垢
多
。
法
施
之
報

垢
少
淨
多
。
復
次
若
作
二大
施
一必
待
二衆
力
一。
法
施
出
レ
心
不
レ
待
レ他
也
。
復
次
財
施
能
令
二
四
大
諸
根
増
長
一。
法
施
能
令
二
無
漏
根

力
覺
道
具
足
一。
復
次
財
施
之
法
。
有
佛
無
佛
世
間
常
有
。
如
二法
施

一者
唯
有
二佛
世
一乃
當
レ
有
耳
。
是
故
當
レ知
法
施
甚
難

(同
上
・

一
四
四
)

と
あ
る
。

さ
ら
に
本
文
に
雪
山
童
孑
、
帝
釈
の
法
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
は
山
田
博
士
も
指
摘
せ
ら
れ
る
如

く
、
雪
山
童
子

の
物
語
は

『大
般
涅
槃
経
』
巻
十
四
聖
行
品

(正
蔵

一
二
・
四
五
〇
)
に
出
で
、

本
書
上
巻
の
第
十
話

に
挙
げ
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
帝
釈

の
受
法
は

『
未
曾
有
経
』
(正
蔵

=
ハ
・
七
八
一
)
に
説
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

一
部
の
構
成
は
、
『
摩
訶
止
観
』
に
拠
る



も

の
で
あ
る
。
同
書
四
下
に

'

上
聖
大
人
皆
求
二
其
法

一不
レ取
二
其
人
一。
雪
山
從
レ鬼
請
レ偈
。
天
帝
拜
レ畜
爲
レ
師
。
大
論
云
。
不
下
以
二嚢
臭

一而
棄
中
其
金
上
。

(正
蔵

四
六
・
四
五
)

と
あ
り
、
荊
溪
湛
然

の

『弘
決
』
巻
四
之
四
に
は
、
「
天
帝
拜
畜
爲
師
」
に
つ
い
て
、
未
曾
有
経
上
巻

の
文
を
抄
出

し
、

憶
二
念
過
去
無
數
劫
時
一。
毘
摩
大
國
徙
陀
山
中
有
二
一
野
干

一。
而
爲
二
師
子

一所
レ逐
欲
レ食
。

奔
走
墮
レ
井
不
レ能
レ得
レ出
。

經
ご
於
三

日

一開
レ
心
分
レ死
而
説
レ偈
言
。
稠
哉
今
日
苦
所
レ逼
。
便
當
レ没
二
命
於
丘
井
一。

一
切
萬
物
皆
無
常
。
恨
不
三以
レ
身
飴
二師
子

一。
南
無

歸
命
十
方
佛
。
表
二知
我
心
淨
無
プ
己
。

時
天
帝
釋
聞
二佛
名
一。

肅
然
毛
竪
念
二古
佛
一。

自
惟
孤
露
無
二導
師
一。

耽
一一著
五
欲

一自
沈

没
。
即
與
二諸
天
八
萬
衆
一。
飛
下
詣
レ井
欲
二問
詰
一。
乃
見
三野
干
在
二
井
底
一。
兩
手
攀
レ
土
不
レ得
レ出
。

天
帝
復

自
思
念
言
。

聖
人

應
レQrS二
無
方
術

一。
我
今
雖
レ見
二
野
干
形
一。
斯
必
菩
薩
非
二
凡
器
一。
仁
者
向
詭
非
二
凡
言

一。

願
爲
二諸
天
一説
二
法
要
一。

於
レ是
野
干

仰
答
日
。
汝
爲
二天
帝
一無
二教
訓
一。
法
師
在
レ下
自
處
レ
上
。
都
不
レ
修
・敬
問
二
法
要
一。
法
水
清
淨
能
濟
レ
人
。
云
何
欲
レ得
自
貢
高
。

天
帝
聞
レ是
大
慚
愧
。
給
侍
諸
天
愕
然
笑
。
天
王
降
レ趾
大
無
レ利
。
天
帝
印
時
告
二諸
天
一。

愼
勿
三以
レ此
懐
二驚
怖
一。

是
我
頑
蔽
徳

不
レ稱
。

必
當
三
因
レ是
聞
二
法
要
一。

印
爲
垂
二下
天
寳
衣
一。

接
二取
野
干
一出
二於
上
一。

諸
天
爲
設
二
甘
露
食

一。

野
千
得
レ食
生
二活

望

。
非
レ意
禍
申
致
二斯
頭

。
心
懐
二踊
躍
慶

無
レ量
。
於
・時
野
干
自
念
言
。
我
得
二宿
命
鳧

二
過
圭

云
云
。
令
藷

天
敷
蓙

云
云
。

天
帝
説
レ得
レ冤
一弄

厄
一云
云
。
野
干
廣
諡
有
ご
人
樂
レ生
惡
τ
死
。
有
二人
樂
レ
死
惡
ワ
生
云
云
。
天
帝
問
。
濟
レ命
無
二
功
徳
一施
レ法
有
二功

徳
一。
野
午
廣
説
二施
法
功
徳

一云
云
。
乃
云
。
過
去
有
レ王
名
二阿
逸
多

一。
初
持
ご
十
善

一。
後
爲
二邊
國
進
レ女
贈
ワ
寳
。

因
印
奢
侈
墮
二

於
地
獄

一。
出
レ獄
墮
レ鬼
。
從
レ鬼
復
念
二宿
命
十
善
一。
從
レ鬼
墮
レ畜
爲
一一野
干
身
一。
我
墮
分
・死
冀
得
レ生
・
天
。
以
・由
・
汝
故
違
一一我

本
願
一。
是
故
詭
言
濟
レ命
功
少
。
天
帝
難
言
。
世
尊
所
レ説
善
人
求
レ
死
。
是
事
不
レ然
。
若
欲
レ求
レ
死
何
故
入
レ
衣
。

答
言
。

有
三
二

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

三
九



四
〇

意
一故
。

一
者
順
二於
天
帝
意
一。
二
爲
二諸
天
得
7聞
レ法
。
三
爲
三通
レ化
宣
二傳
法
一。
復
爲
ご
天
帝

一廣
詭
二法
門
一
云
云
。

(正
蔵
四
六
・

二
七
二
)

と
あ
る
。
ま
た

『
摩
訶
止
観
』

で
は

『
大
論
』
の

「
不
下以
二嚢
臭
一而
棄
中其
金
上」
は
、

雪
山
童
子
、

天
帝
説
話

の
後
に
引
か
れ
て
い

る
。
『
弘
決
』
巻
四
に
は

大
論
九
十
六
波
崙
縁
中
。
若
有
二弟
子
見
師
過
一者
。

若
實
不
實
其
心
自
壊
失
二法
勝
利
一。

故
空
聲
告
言
。

莫
レ
見
二師
過
一。

應
丁
自

念
丙薄
輻
不
レ値
二
於
佛
一。
今
値
乙惡
師
甲
。
不
レ
應
三念
レ過
自
妨
ご般
若
一。
若
師
有
レ過
不
レ預
二於
我
一。

我
從
レ
師
求
二
般
若

一。

如
丁
狗

皮
嚢
盛
二好
寳
物
一不
丙
以
二嚢
臭
一而
棄
乙
其
寳
甲。
(同
上
)

と

『大
論
』
の
本
文
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
三
宝
絵
詞
』
は

『止
観
』
に
よ
り
、
『
大
論
』

に
直
接
典
拠
を
求
め
て
い
な

い
こ
ど
が
知
ら
れ
る
。繭

高

雄

法

花

会

高
雄
法
花
会
の
起
源
と
、
そ
の
継
承
者
で
あ
る
弘
法
大
師
空
海
の
伝
、
以
後
そ
の
後
継
者
に
よ

っ
て
修
せ
ら
れ
た
こ
と
に
分
け
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

高
雄
山
の
創
建
に
っ
い
て
は
、
『類
聚
三
代
格
』
第
二
に

「應
下以
三
咼
雄
寺
一爲
二
定
額
一并
定
中得
度
經
業
上
事
」

の
太
政
官
符
が
載
せ

ら

れ
て
い
る
。
こ
の
官
符
は
正
五
位
下
行
河
内
守
和
気
真
綱
の
上
表
に
よ
る
も
の
で
、
上
表
文
は
道
鏡

の
窺
鯱
の
心
に
対
す
る
清
麿

の

忠
誠
を
述

べ
、
宇
佐
大
神
の
託
宣
に
よ
り
、

一
切
経
及
び
仏
の
造
写
の
神
願
を
果
さ
ん
と
し
た
努
力
の
経
過
を
挙

げ
、

寳
龜
十

一
年
嗷
一一奏
此
事
一。
天
皇
感
歎
親
制
二
詔
書
一。
未
ゆ行
之
澗
遇
三
議
位
之
事
一。
天
應
二
年
亦
湊
二之

柏
原
先
帝
一。
翻
以
二薊



詔
書
一普
告
二
天
下
一、

至
二
延
暦
年
中
㌔

私
建
二伽
藍
も

名
日
二神
願
寺

㌔

天
皇
嘉
一一先
功
㌔

以
二神
願
寺
一爲
二定
甑
も

今
此
寺

地
勢
沙
泥
不
レ
宜
二
壇
場
一。

伏
望
。

相
二替
高
雄
寺
一以
爲
二定
額
一。

名
日
二聯
護
國
祚
眞
言
寺
一。

佛
像

一
依
二
大
悲
胎
藏
及
金
剛
界

等

一。
(国
史
大
系
二
五
・
九
四
)

と
あ
る
。
高
雄
山
寺

と
伝
教

・
弘
法
二
大
師
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
つ
伝
教
大
師
最
澄
に
つ
い
て
は
、
『
叡
山
大
師
伝
』
に

以
廿

一
年
正
月
十
九
日
。
延
善
議
。
勝
猷
。
奉
基
。
寵
忍
。
賢
玉
。
安
幅
。
勤
操
。
修
圓
。
慈
誥
。
玄
耀
。
歳
光
。
道
證
。
光
證
。

觀
敏
等
十
有
餘
大
徳
。
於
高
雄
山
寺
。
講
演
天
台
妙
旨
。
(続
群
八
下

.
四
六
〇
)

と
あ

っ
て
、
こ
の
会
が
上
聞
に
達
し
、
治
部
大
輔
正
五
位
上
和
気
入
鹿
に
口
宣
を
勅
し

昔
者
給
孤
須
達
。
降
能
仁
於
祗
陀
之
苑
。
求
法
常
啼
。
聞
般
若
於
尋
香
之
城
。
是
以
和
氣
朝
臣
延
二
六
之
龍
象
。
設

一
乘
之
法
筵
。

演
暢
天
台
法
華
玄
義
等
。
所
以
慧
日
増
光
禪
河
徴
流
。

一
乘
之
玄
猷
始
開
於
城
内
。
三
學
之
軌
範
途
被
於
人
天
。
像
季
傳
燈
。
古
今

未
聞
。
隨
喜
法
筵
。
稱
歎
功
徳

(同
・
四
六
一
)

と
あ
る
。
こ
の
法
華
会
は
去
る
延
暦
十
七
年

(七
九
八
)
十

一
月
、
十
大
徳
を
山
上
に
請
じ
て
始
修
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

「
始
立
十
講

法
会
。

年
年
無
闕
。

後
後
豈
繦
哉
」
と
、

深
き
念
願
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。

二
十
年
十

一
月

一
乗
止
観
院
に
十
大
徳
を
招
く
請
書
の

詞

に.叡
山
最
澄
稽
首
和
南
十
大
徳
足
下
。
最
澄
發
起
。
奉
傳
法
華
。
深
心
大
願
也
。
誠
願
蒙
有
縁
厚
顧
。
欲
敷
天
台
教
迹
。
若
許
通
告
。

答
此
文
。
署
寳
號
。
然
則
淨
行
之
願
。
不
空
此
間
。
普
賢
之
誓
。
有
實
沙
界
。
有
縁
善
友
。
百
年
之
後
。
詣
知
足
院
。

一
面
之
始
。

悟
無
生
忍
。
不
任
住
持
佛
法
之
至
。
陳
請
以
聞

(統
群
八
下
・
四
六
〇
)

と
の
べ
、
前
年
の
場
合
は

「
屈
請
十
箇
之
大
徳
。
講
演
三
部
之
經
典
」
と
あ
る
の
で
、
法
華
経
八
軸
と
開
結
二
経

の
法
華
三
部
経
を
十

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

四
一



四
二

講

に
分
て
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
高
雄

の
法
華
会
が
最
澄
の
生
涯
に
お
い
て
、
重
要
な
意
義
を
持

っ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
九
月
十
二
日
入

唐
求
法

の
勅
許
を
得
た
。
『
伝
』
に

詔
。
臣
弘
世
。
夫
髻
中
明
珠
也
。
無
勇
而
無
賜
。
尠
高
衆
寳
也
。
無
信
而
無
取
。
是
以
南
岳
高
跡
。
天
台
遺
旨
。
薄
徳
寡
輻
。
豈
敢

得
哉
。
今
最
澄
闍
梨
。
久
居
東
山
。
宿
縁
相
追
。
披
覽
此
典
。
既
探
妙
旨
。
自
非
久
修
業
所
得
。
誰
敢
體
此
心
哉
。
勅
少
納
言
近
衛

將
監
從
五
位
下
和
氣
朝
臣
入
鹿
。
差
入
唐
請
盆
天
台
法
華
宗
還
學
生

(続
群
八
下

・
四
六
二
)

と
あ
る
。

和
気
弘
世
、
真
綱
の
大
師
を
請
ず
る
文
は

弟
子
弘
世
稽
首
和
南
比
叡
大
忍
辱
者
禪
儀
。
此
高
雄
法
會
。
厚
蒙
恩
誨
。
勤
勵
鈍
根
。
憑
仰
聖
徳
。
欲
果
此
事
。
然
今
度
會
者
。
非

唯
世
門
常
修
功
徳
之
事
。
委
曲
之
趣
。
元
來
所
照
。
故
仰
望
仙
儀
。
專
爲
此
會
之
主
。
伏
乞
大
慈
。
必
垂
哀
愍
。
夏
絡
明
日
降
臨
高

雄
。
預
加
指
擂
。
相
待
聖
容
。
是
深
所
憑
。
種

々
之
事
。
可
奉
面
量
定
。
更
不

一
二
。
又
批
云
。
千
載
永
例
。
今
度
可
始
。
自
非
奉

面
、
毎
事
多
疑
。
乞
必
降
垂
。
興
隆
佛
日

(続
群
八
下
・
四
六
一
)

と
あ
っ
て
、
「千
歳

の
な
が
き
例
。
こ
の
度
始
む
べ
し
」

の
本
文

の
拠
処
は
こ
の
文
中
に
明
ら
か
で
あ
る
。

高
雄
山
寺
に
つ
い
て
は

『
大
師
御
行
状
集
記
』
に

神
護
寺
。
塒
古.
是
氏
人
正
五
位
下
河
内
守
和
氣
朝
臣
眞
綱
。
從
五
位
下
彈
正
小
弼
同
仲
世
等
。
以
神
護
寺
付
屬

云
々
。

(蘿

八
下
・

五
一
三
)

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
空
海
は
灌
頂
堂
、
護
摩
堂
、
納
涼
殿
、
阿
闍
梨
房
等
を
新
造
し
、
種
種
の
御
願
を
修
し
、
真
言
寺

と
し
、
そ
の



名
を
改
め
て
神
護
国
祚
真
言
寺
ど
な
し
た
。

空
海

の
伝
に
つ
い
て
は
、
『
空
海
僧
都
伝
』
を
参
照
し
な
が
ら
、
『贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』
に
よ

っ
た
ら
し

い
。

(三

寳

繪

詞
)

大
師
は

さ

ぬ

き

の
国
多
度
郡
の
人

也
。
俗
姓
は
さ

へ
き
な
り
。
十
八
に

し
て
大
学

に
出
。
廿

一
に
し
て
僧
と

な
る
。
阿
波
の
国

の
大
た
き
の
み
ね

に
し
て
。
虚
空
蔵
の
聞
持

の
法
を
行

ふ
に
。
明
星
来
あ
ら
は
れ
た
り
。
そ

れ
よ
り
後
。
文
を
ま
な
ふ
る
に
さ
と

り
あ
ら
た
に
。
筆
を
下
す
に
ほ
ま
れ

た
か
し
。
延
暦
廿
三
年
に
も
ろ
こ
し

に
わ
た
り
て
。
青
竜
寺

の
恵
果
和
尚

に
あ
ひ
て
。真
言
を
う
け
な
ら

へ
り
。

来
て
真
言
院
を
申
た
て
た
り
。
其
後

よ
り
こ
の
か
た
心
ざ
し
あ
り
。
承
和

二
年
の
春
。
紀
伊
国

の
金
剛
峰
寺

に

(空

海

和

上

傳

記
)

初
讃
岐
國
多
度
郡
人
。
姓
佐
伯
氏
。
後
移
貫
京
地
之
俗
。
去
寳
螽
五
年
甲
寅
誕
生
。
殊
有

獺騨嶷

難
靉

糶

轟
甥
一無
鮮

麟
轢

法
。
途
出
學
門
。
經
行
山
林
。
或
躋
阿
波
大
瀧
岳
。
或
勤
土
左
室
戸
崎
。
谷
不
惜
響
。
明

星
來
影
。
饕

法
驗
。
始
獲
成
郵

…

其
瞿

剃
髪
出
家
。
爲
沙
彌
形
。
靉

延
暦
廿
三

年
四
月
九
日
。
東
大
寺
疆

院
受
具
足
戒
。
攣

同
年
六
月
。
銜
霤

學
。
墮
大
使
藤
原

葛
野
痲
呂
。
同
上
第

一
船
。

發
赴
咸
陽
。
…
…
十
二
月
下
旬
。

到
二
長
安
城
宣
陽
坊
…
…

於
是
歴
城
中
訪
名
徳
。
偶
然
奉
遇
青
龍
寺
東
塔
院
和
上
法
諱
惠
果
阿
闍
梨
。
空
海
與
西
明

寺
志
明
談
勝
法
師
五
六
人
。

同
往
見
和
上
。

六
月
上
旬
。

入
學
法
灌
頂
壇
。

始
受
胎
藏

法
。
七
月
上
旬
。
再
受
金
剛
界
法
。
八
月
上
旬
。
亦
受
傳
法
阿
闍
梨
位
之
灌
頂
。
兼
請
眞

言
教
文
兩
部
曼
荼
羅
道
具
種

々
法
物
等
。
其
年
十
二
月
十
五
日
。
惠
果
和
上
入
滅
。
大
同

元
年
十
月
廿
二
日
。
請
來
法
文
之
状
。
附
到
官
正
六
位
上
行
太
宰
大
監
高
階
眞
人
遠
成
。

和
上
+
百

廿
呈

表
。
皇
帝
禦

曩

大
法
師
俾

馨

難

天
長
年
中
有
旱
災
。
皇
帝

勅
和
上
。
於
神
泉
薨
令
所
膏
雨
。
自
然
滂
陀
。
仍
賀
其
功
。
任
少
僭
都
。
未
幾
之
際
。
轉

三

宝
絵

ju¢
¥̀}
研

究

(
そ

の
三

)

四

三



四
四

入
定
し
玉

へ
り
。
年
六
十
二
。
位
大

僧
都
な
り
。
斎
衡

の
こ
ろ
を
ひ
。
大

僧
正

の
位
を
お
く
り
。
延
喜
の
よ
に

弘
法
大
師
の
名
を
お
れ
り
。

任
大
僣
都
。
爰
和
上
奏
聞
。
於
東
寺
建
眞
言
宗
與
秘
密
藏
。
承
和
二
年
嬰
病
。
隱
居
金
剛

峰
寺
。
三
年
三
月
廿

百

卒
去
。

繭
嬖

†
三
。

仁
壽
年
申
。
僣
正
眞
濟
上
奏
。
贈
大
僣

正

云
畢

。

(続
群

八
下
、
四
九
〇
)

真
済
撰

の

『
空
海
僧
都
伝
』
と
共
に
、

『
空
海
和
上
伝
記
』
は
諡
号
宣
下
以
前

の
成
立
で
あ
っ
て
、
巻
末
に

「
寛
夲
七
年
三
月
十
日

貞

觀
寺
座
主
」

と
あ
る
の
で
、
多
く
は
真
雅
僧
正
の
撰

と
す
る
が
、
時

の
貞
観
寺
座
主
は
聖
宝
と
せ
ら
れ
る
の
で
、
聖
宝
撰
述
説
が
行

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
寛
平
七
年

(八
九
五
)
の
成
妾

不
動
の
も
の
と
す
れ
ば
、
真
雅

(船

た
)
の
寂
讐

な
り
、
聖
宝
説
を
肯
定
せ

ざ
る
を
得
な
い
。

前
掲
の
本
文
と

『
空
海
和
上
伝
記
』
の
対
照
に
よ

っ
て
、
大
僧
正
贈
位
の
年
時

の
不

一
致
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
本
文
は
斎
衡

(八

五
四
ー
八
五
六
)
と
し
、
伝
記
は
仁
寿
年
中

(八
五
一
ー
八
五
三
)
と
す
る
。
し
か
る
に

『
弘
法
大
師
御
伝
』
巻
下
に
、

「
請
譲
僣
正
賜
故

空
海
禪
師
表
」
に
詔
を
載
せ

天
皇
我
詔
旨
止
法
師
等
爾
白
陣
べ
勅
命
乎
白

フ
ス
。

僣
正
眞
濟
大
法
師
上
表

テ
以
爲
久
。
故
大
僭
都
空
海
大
法
師
波
。

眞
濟
加
師
捺
。
禾

昔
延
暦
年
中

二
渡
海
求
法
。
三
密
教
門
從
此
發
揮
。
須
諸
宗
之
中
功
無
與
二
。
所
願
波
以
僭
正
號
將
讓
乎
先
師
者
。
雖
知
師
資
。
其

志
既
切
。
而
在
於
朕
情
。
未
有
許
容
。
仍
今
先
轟

裔

正
乃
官
膾
賜
比
治
賜
布
。
眞
濟
大
法
轟

如
舊
久
僭
正
官
淫

賜
書

詔
勅
命
遠
白
須

天
安
元
年
十
月
廿
七
日
丙
戍

と
あ
る
。
斎
衡
四
年

(八
五
七
)
二
月
二
十

一
日
改
元
天
安
と
な
る
の
で
、
本
文

の
如
き

「齋
衡

の
こ
ろ
を
ひ
」
の
如

き
、
旧
元
号
を
以
て



記
載
せ
ら
れ
い
て
も
誤
り
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
仁
寿
年
中
と
す
る
記
事
は
、
す
で
に

『
大
師
行
状
集
記
』
は
、
「天
安
元

年
+
月
廿
吉

.
驃

等

依
眞
蠶

正
上
表
。
贈
舂

正
云
々
」
も

、
『和
上
伝
記
』
の
説
を
以
て
異
説
も

最

扱
っ
て
い
る
。

法
華
会
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
中
、
法
華
八
講
、
法
華
十
講
が
あ

っ
て
、
そ
の
な
か
第
五
巻

「提
婆
逹
多
品
」

の
深
義
を
中
心
に
講
説

し
・
そ
の
儀
式
が
特
に
荘
重
華
麗
で
あ
る
た
め
、
特
に
「
五
卷

の
日
」
と
い
い
、
四
日
修
で
あ
れ
ば
第
三
日
朝
座

の
法
会
で
あ
る
。
『扶

桑
略
記
』
巻
二
十
五
に
よ
れ
ば
、
天
暦
九
年

(九
五
五
)
正
月
四
日
、
村
上
天
皇
は
母
儀
藤
原
穏
子
の
一
周
忌
に
、
弘
徽
殿
に
四
人
の
証

匠
・
八
人
の
講
匠
、
二
十
人
の
聴
衆
、
十
六
人
の
錫
杖
衆
、
十
六
口
の
梵
音
衆
を
請
U
て
八
講

の
功
徳
を
修
し
た
。
そ
の
な
か

第
五
卷
講
説
之
朝
。
上
從
二
親
王
公
卿

一。

下
至
二
朱
紫
緑
衫
一。

或
捧
二綾
羅
絹
穀
之
服
一。

或
賓
ご金
銀
珠
玉
之
寳
一。

同
聲
讃
歎
。
.

繞
二弘
徽
殿
一。
以
ご
其
捧
物
一分
二施
請
僣

一。
殊
勅
ご定
額
運
日
一爲
二薪
御
導
師
一教
化

(国
史
大
系

一
二
.
二
二
七
)

と
あ
る
。
『
栄
花
物
語
』
巻
八

「
は
つ
は
な
」
に
は
、
寛
弘
五
年

(
一
〇
〇
八
)
四
月

の
土
御
門
殿
法
華
三
十
講

の
さ
ま
を
記
し
て

廿
餘
日
の
程
よ
り
、
例

の
卅
講
行
は
せ
給
。
五
月
五
日
に
ぞ
五
卷
の
日
に
當
り
た
り
け
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
め
き
お
か
し
う
て
、
捧
物

の
用
意
か
ね
て
よ
り
心
こ
と
な
る
べ
し
。
御
堂
に
宮
も
渡
り
て
お
は
し
ま
せ
ば
、
續
き
た
る
廊
ま
で
、
御
簾
い
と
青
や
か
轗

け
渡

し
た
る
に
、
御
き
丁

の
裾
ど
も
、
河
風
に
涼
し
さ
勝
り
て
、
波
の
文
も
け
ざ
や
か
に
見
え
た
る
に
、
五
卷
の
そ
の
折
に
な

り

ぬ

れ

ば
・
さ
き
く

の
年
な
ど
こ
そ
わ
ざ
と
せ
さ
せ
給
し
か
、
今
は
常

の
事
に
な
り
た
れ
ば
、
事
そ
が
せ
給

へ
れ
ど
、
今
日
の
御
捧
物
は

お
か
し
う
お
ぼ
え
た
れ
ば
、
事
好
ま
し
き
人
く

は
自
ら
故
ー

し
う
し
た
り
。
そ
れ
は
制
あ
る
べ
き
事
な
ら

ね
ば
こ
そ
あ
ら
め
。

き
た
な
げ
な
き
六
位
、
衛
府
な
ど
、
薪
こ
り
、
水
な
ど
持
た
る
お
か
し
。
殿
ぼ
ら
、
僣
俗
歩
み
續
き
た
る
は
、
さ
ま
ぐ

お
か
し
う

あ
で
た
う
尊
く
な
ん
見
え
け
る
。
苦
空
無
我
の
聲
に
て
あ
り
け
る
讃
歎

の
聲
に
て
、
遣
水

の
音
さ
へ
流
れ
合
ひ
て
、
萬
に
み
な
法
を

説
く
ど
聞
え
な
さ
る
。
法
花
經
の
説
か
れ
給
、
あ
は
れ
に
涙
と
穿
め
難
し
。
…
…
か
ね
て
よ
り
聞
え
し
枝
の
け
し
き
も
ま
こ
と
に
お

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

四
五



四
六

　
　

か
し
う
見
え
た
る
に
、
權
中
納
言
銀
の
菖
蒲
に
藥
玉
付
け
給

へ
り
。
若
き
人
ー

は
目
と
穿
め
た
り
。
大
方
世

の
常
の
わ
け
さ
羅
な

ど

い
ふ

も

の
、

由

あ

る
枝

ど

も

に

付

け

た

る

も

お

か

し
。

殿

の
内

の
有

樣

、

常

の
お

か

し

さ

に
も

、

さ

る

べ
う

も

さ

せ
給

折

は
、

獪

　

　
　
　

ほ

か

に

は

似

ず

め

で

た

し
。

か

く

て
宮

の
御

捧

物

は
、

殿

上
人

ど
も

ぞ
取

り

た

る
、

皆

わ
け

さ

ら

な

る

べ

し
。

諸

大

夫

、

た

ち

下

れ

る
際

の
上
官
ど
も
な
ど
ま
で
、
な
ほ
ー

し
き
人
の
譬
に
い
ふ
時
の
花
を
か
ざ
す
心
ぼ

へ
に
や
、
色
く

の
薄
樣
に
押
し
包
み
た
る

心
ぱ

へ
の
物
を
も
持
て
滄
た
ず
、
捧
げ
い
ら

丶
が
し
つ
丶
、
御
簾
の
内
を
用
意
し
た
る
こ
そ
お
か
し
け
れ
。
そ
れ
ま
で
目
と
ま
る
人

も
な
し
か
し
。
(日
本
古
典
文
学
大
系
上

・
二
五
六
)

と
あ
る
。

こ
れ
に
該
当
す
る

『
御
堂
関
白
記
』
の
記
事
は
闕
損
し
て
い
る
が
、

長
保
六
年

(
一
〇
〇
四
)
六
月
廿
九
日
、

及
び
寛
弘
二

年

(
l
o
o
五
)
六
月
卅
日
、
法
興
院
御
八
講
の
五
巻
日
が
記
録

せ
ら
れ
、
寛
弘
九
年
五
月
、
皇
太
后
彰
子

の
一
条
院

の
御
為

の
御
八
講

の
五
巻
日
は
十
七
日
で
あ

っ
て
、
同
書
に
は

鹸

ヅ
事
・
説
蟹

前
藷

妾

・
俸
物
上
達
部
殿
上
人
・
可
然
四
位
誕

方
取
俸
物
者
卅
人
許
・
女
方
俸
蜜

流
舞

也
・
禦

物
金
百
兩
丁
子
兩
、
各
入
瑠
璃
壺
、
亮

二
人
取
立
公
卿
前
、
又
沈
香
蘇
芳
也
、
是
等
御
處
分
物
也
、
上
卿
皆
參
、
只
尹
申
納
言

一
人

不
參
、
是
依
忌
日
也
、
饗
大
夫
、
數
度
見
八
講
、
此
度
不
如
、
自
金
銀
無
外
物
、
衆
人
所
感
有
之

(立
命
館
版

「御
堂
関
白
記
」
°
三
六
八
)

等
屡

ミ
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
延
久
四
年

(
一
〇
七
二
)
十
月
二
十
五
日
、
村
上
天
皇
は
円
宗
寺
に
幸
し
て
、
法
華
八
講
を
修
せ
ら
れ
た
。
『
天
台
霞
標
』
に
は

土

十
七
日
八
講
。
講
二
第
五
卷
一。
天
皇
行
幸
。
公
卿
侍
臣
。
各
以
二捧
物

一行
道
。
付
物
三
衣
。
盡
レ美
盡
レ善

(仏
全
゜
一
=

頁
)

と
あ
っ
て
、〔朕

塞

二
回
行
幸
し
て
震

を
親
し
-
拝
せ
、b
れ
た
.

『
初
例
抄
』
巻
下
に

画

宗
寺
法
花
會
始
L

と
題
し
て
、

延
久
四
十
廿
九
日
於
二圓
宗
寺
金
堂
一被
レ始
tl;m
法
花
會
一。
講
師
園
城
寺
頼
増
。
〔
九
日
〕
有
二行
幸
一。
於
三
咼
座

一任
二權
律
師
㌔

天



皇
有
一御

拜
一云
云
。

今
度
行
幸
。
寺
司
無
二
勸
賞

一云
云
。

圓
宗
寺
者
後
三
條
院
御
願
。
供
養
天
仁
三
年
三
月
日

(群
類
二
四
・
二
四
)

ど
あ
る
。
恐
ら
く
延
久
四
年
十
月
二
十
五
日
の
誤
記
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
『元
亨
釈
書
』
に
は

「延
久
二
年
十
二
月
二
十
六
。

圓
宗
寺
成
。
帝
幸
寺
。

親
營
二法
事
一。

落
慶
之
。

寺
在
二仁
和
寺
南
一。

莊
麗
冠
二都
下
一。」

(国
史
大
系
三
一
・
三
八
一
)
と
あ
り
、
つ

い
で

「
(四
年
)
冬
十
月
。

置
二法
華
會
於
圓
宗
寺
一。

帝
幸
之
。」
(同
上
)
と
あ
る
。
ま
た
承
暦
元
年

(
一
〇
七
七
)
「
十

有

二
月

。
慶
二

法
勝
寺
一。
天
皇
幸
之
」

(同
上
・
三
八
ご
)、
そ
の
翌
年

コ
一年
十
月
初
六
。
於
二
法
勝
寺

一。
創
二
大
乘
會

一。
沙
門
暹
數
。
爲
二講
師
一。

帝
勅
日
。
圓
宗
寺
法
華
會
。
與
レ此
合
爲
三
一會
一。
自
レ今
經
三
一會
講
師
一。
當
レ
任
二僭
綱
一。」
(同
上
)
と
あ
っ
て
、
僧
綱
に
任
ぜ
ら
る

べ
き
、
関
門
と
定
め
ら
れ
た
。
ま
た

「永
保
二
年
二
月
十
九
。
圓
宗
寺
最
勝
會
。
明
實
爲
二講
師
一。
勅
合
二前
二
會

一。
新
立
二
三
會

一。」

(同
・
三
八
三
)
と
あ
る
。

こ
れ
い
わ
ゆ
る
北
京

の
三
会
、

ま
た
は
天
台
の
三
会
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

特
に
注
目
せ
ら
れ

る
点
は
、
従
来
天
台
僧
は
南
京

の
三
会

の
講
師
を
経
る
も
の
が
僧
綱
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

『釈
家
官
班
記
』
巻
下
に
、
以
上

の
こ
と
を
要
約
し

法
華
會

延
久
四
年
十
月
廿
五
日
於
二圓
宗
寺
一始
二修
之
一。
講
師
頼
増
當
座
任
二權
律
師
一σ

大
乘
會
。
,

承
暦
二
年
十
月
六
日
於
二法
勝
寺
一始
レ之
。
講
師
暹
數
。
初
日
朝
座
。
於
二
當
座

一任
二
權
律
師
一。

最
勝
會
。

永
保
二
年
二
月
十
九
日
於
二圓
宗
寺

一始
レ
之
。
講
師
山
明
實
。

己
上
三
會
也
。r
但
承
暦
年
中
。
以
二法
花
會
。
大
乘
會
一稱
二兩
會

一。
其
後
雖
レ加
二最
勝
會
一。

爲
レ簡
二
別
南
京
之
三
會
一。

講
師
任
二

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

.

四
七



.

.

.

四

八

僣
綛
一。
但
依
レ
人
隨
レ事
。
先
任
{檜

綱
一之
後
邃
講
。
其
例
又
多
レ之
、
(群
類
二
四
・
四
八
)
ド

`

・
.

.
°,
.

「-

.
、
,
.」

と
あ
る
。
か
く
て
名
實
共
に
南
都

の
規
制
よ
り
、
完
全
に
解
敷
せ
ら
れ
る
に
至

っ
た
。

法
華
八
講

の
濫
觴
に
つ
い
て
、
『
僧
綱
補
任
抄
出
』
の
裏
書
に
よ
れ
ば
、
「或
記
云
。
延
暦
十
五
年
丙
子
勤
操
僣
正
法
華
八
講
始
行
」

(
群
類
四
・
五
〇
八
)
と
あ
る
。
或
記
と
ば
本
書
中
巻
大
安
寺
栄
好

の
条
に
述

べ
る
と
こ
ろ
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

勤
操
が
栄
好
の
母
を
養
い
、
そ
の
没
後

「
年
ご
と
の
忌
日
に
も
、
今
日
の
八
人
力
を
合
て
、
其
日
を
を
は
り
に
あ
て
～
、
四
日
講
を
修

し
て
八
卷
の
經
を
説
む
。
名
を
ぼ
同
法
八
講
と
い
ひ
て
、
年
ご
と
に
か

丶
じ
」
と
誓
約
し
、

「延
暦
十
五
年
死
に
た
り
、
四
十
九
日
よ

り

は
じ
め
て
、
後
々
の
年
の
忌
日
ご
と
に
、
た
え
ず
お
こ
な
ふ
」
と
あ
る
こ
と
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
石
淵
寺
の
八
講
は
東
大
寺

の
天
釶
院
に
継
承
せ
ら
れ
、

「
い
ま
に
た
え
ず
」
と
あ
り
、
所

々
に
あ
ま
ね
く
ひ
ろ
ま
る
」
と
は
、
そ
の
流
布

の
広
く
諸
宗
に
渉
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
法
華
経
の
八
軸
に
開
経
即
ち

『無
量
義
経
』

一
巻
、
結
経
即
ち

『普
賢
観
経
』

一
巻
を
加

へ
て
法
華
十
講
と

い
い
、
法
華
経

一
部
二
十
八
品
の
前
後
に
、
開
結

二
経
を
加
え
た
の
を
三
十
講
と
言
う
。

五
巻
の
日
の
特
別
行
事
に
つ
い
て
は
、
中
巻
に

「
薪
を
荷
事
は
國
王
の
昔
の
心
を
ま
ね
ぶ
也
ゆ
八
講

の
お
こ
り
石
淵
寺

の
縁
起
に
見

た
り
。
薪
を
荷
て
廻
讃
歎
の
詞
云
、
法
華
經
を
、
我
が
え
し
こ
と
は
、
た
き
穿
こ
り
、
な
つ
み
水
く
み
、

つ
か

へ
て
そ
え
し
。
此
歌
は

或

は
光
明
皇
后
の
讀
給

へ
る
と
も
い
ひ
、
又
行
基
菩
薩
の
傳
給

へ
り
と
も
云
。
い
ま
だ
不
詳
」
と
あ
る
薄
こ
の
こ
と
は
既
に
述

べ
た
天

暦

九
年

(九
五
五
)
の
弘
徽
殿
の
法
華
八
講
の
状
、

及
び
延
久
四
年

(
一
〇
七
二
)
の
そ
れ

に

よ

っ
て
知
ら
れ
る
如

で
、

「
同
聲
讃
歎
ゆ

繞
一一弘
徽
殿
一」
と
は
、
「薪
を
荷
て
廻
る
讃
歎

の
詞
」
に
よ
っ
て
表
わ
き
れ
て
い
る
。
後
世
の
Uta
録
で
あ
る
が
、
『
後
嵯
峨
院
宸
筆
御
八

講
之
記
』
に
は

.

冖

、、

五
卷

の
日
は
。

別
の
儀
あ
り
て
朝
座
に
行
道
あ
り
。

散
花
師
忠
源
己
講
法
華
経
を
う
た
ひ
て
。

衆
僧
を
ひ
き

て
南
の
御
階
よ
り
お



る
。
此
歌
は
光
明
皇
后

誰

鏤

懸

の
御
謬

な
ん
云
っ
た
へ
た
る
。
襲

鷁
首
婆

さ
ほ
さ
し
て
。
舞
人
樂
人
み
ぎ
は
よ
り
を

く
。
左
右

の
上
藹

一
奚
婁
を
う
ち
つ
丶
前
行
す
。
か
も

の
む
な
ぞ
り
。
を
し
の
さ
し
う
た
。
池

の
な
ぎ
さ
。
所
を
え

つ
丶
い
ど
お
か

し
。F
採
菓
汲
水

の
や
く
。
藏
人
こ
れ
を
つ
と
む
。
梵
度
達

の
阿
船
仙
に
つ
か
へ
て
。
法
華
經
を
え
し
す
が
た
な
り
。

(群
類
二
四

・
一

〇
三
)

と
あ
っ
て
、
以
下
に
捧
物
、
行
道
の
樣
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
如
き
風
俗

の
生
じ
た
根
拠
は

『法
華
経
』
に
よ
る
も

の
で
、
「提
婆
達
多
品
」

に
釈
尊
が
前
生
に
お
い
て
大
乗
法
を
求
め
、

爲
於
法
故
。
捐
捨
國
位
。
委
政
太
子
。
撃
鼓
宣
令
。
四
方
求
法
。
誰
能
爲
我
。
説
大
乘
者
。
吾
當
絡
身
。
供
給
走
使
。
時
有
仙
人
。

、

來
白
王
言
。
我
有
大
乘
。
名
妙
法
蓮
華
經
。
若
不
違
我
。
當
爲
宣
説
。
王
聞
仙
言
。
歡
喜
踊
躍
。
師
隨
仙
人
。
供
給
所
須
。
採
菓
汲

水
。
拾
薪
設
食
。
乃
至
以
身
。
而
作
牀
座
。
身
心
無
倦
。
于
時
奉
事
。
經
於
千
歳
。
爲
於
法
故
。
精
勤
給
侍
。
令
無
所
乏
。

と
あ
る
こ
と
に
基
く
も
の
で
あ
ち
。
そ
の
仙
人
と
は
阿
私
仙

(asita
)
で
あ

っ
て
、

今

の
提
婆
逹
　

(D
ev
ad
a
tta
)
r,Jれ
で
あ
り
、
王

と
は
即
ち
今
の
仏
陀
釈
尊
で
あ
る
。
こ
の
故
事
に
よ
る
が
故
に
こ
の
行
事
が
産
み
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

㈲

八

幡

放

生

会

男
山
の
石
清
水
八
幡
宮
は
大
安
寺
行
教
が
宇
佐
八
幡
宮
を
勧
請
し
、
清
和
天
皇
の
貞
観
元
年

(
八
五
九
)
に
造
営
し

た

経
過
に

つ

い

て
、
行
教
の
貞
観
五
年
正
月
の

『
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
略
記
』
た

は

右
行
毳

鷲

爲
・業
修
鴛

久
塗

多
年

矣
。
而
間
恒
時
欲
・奉
舞

二
大
菩
塵

也
。
爰
以
二
去
貞
觀
元
年
參

舞

筑
紫
豐
前
畢

佐

宮
%

四
月
十
五
日
參
二
着
彼
宮
お

一
夏
之
間
汐
柢
二
候
寳
前
日。
書

轉
二讀
大
乘
經
王
一夜
誦
二念
眞
言
密
教

㌔

六゚
時
不
レ斷
。
θ奉
レ廻
錠

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

四
九



五
〇

向

三

所

大

菩

薩

一
也
。

九
旬

己
畢

。

欲

レ
歸

二
本

都

一
之

間

。

以

二
七
月

十

五

日
夜

牟

一大

菩

薩

於

二
行

教

蝋示

仰

宣

q

吾

深

感

二
應
汝

之
修

善

一。

敢

不

レ
可

レ
忽

レ
忘

。

須

三
近

レ
都

移

レ
坐

鎭

二
護

國

家

一。

汝

可

二
所

請

一者

。

行
教

歡

喜

之
涙

滿

レ
眼

。

瞻

仰

之

愼

彌

倍

。

印

始

レ
自

二

彼

十

五

日

一
。

晝

夜

片

時

不

レ
斷

。

奉

二
所

請

一。

以

二
同

月

廿

日

一京

上

。

八
月

廿

三

日
到

二
來

山

崎

離
宮

之

邊

一。

寄

宿

之

間

。

更

倍

二

信

心

一
。

所

願

申

云

。

伏

蒙

三
示
現

一
者

。

同

廿

五

日

夜

被

レ
示

云
。

吾

移

二
坐

近

都

一。

爲

レ
鎭

二
護

王

城

一也

者

。

印

撰

二
何

處

一。

可

レ

奉

レ
安

二
置

寳

躰

一。

願

垂

三
不
現

一給

云
云
。

以

二
印

夜

一
示

下
宣

可

二
移

坐

一
之

處
上
。

石

清

水

男

山

之

峯

也

。

吾

將

レ
現

二
其

處

一者

。

驚

奇

以

二
夜

中

一向

二
南

方

一。

百

餘

遍
奉

レ
禮

二
拜

大
菩

薩

一之

聞

。

山

城

國

巽

方

山

頂

。

和

光

垂

レ
瑞

。

宛

如

ご
月

星

一
。

光

照

耀

遍

一一滿

其

間

一。

身

毛

竪
。

彌

伏

レ
地

。

且
致

二
恐

畏

一。

且

貴
信

。
」
以

二
明

曉

一
。

參

二
拜

件

山
頂

一
伺

候

。

三
箇

日
夜

。

所

申

之

間

。

隨

二
御

示

現

一。

點

レ
處

結

レ
草

。

且
先

以

二
法

味

一奉

レ
莊

。

且

録

二
上

件
事

由

一
。

參

二
上

公
家

一
令

二
奏

聞

一
矣

。

爰

以

二
同

九
月

十

五

日

一
。

下

二
勅

使

一。

令

二
實

檢

點

定

画參

上
。

次

下

二

宣

旨

一木

工
寮

令

レ
勘

二
申
御

殿

六
宇

材

木

支

度

等

一
。

邸

以

二
寮

權

允

橘

良

基

一
。

令

レ
造

二
立

六

宇
寳
殿
二
韓

簸

。

己
了
。
奉
・安
二置
三
所
御
躰
予

。

(国
史
大
系
二
九
上
.
三
九
二
)

と
あ
る
。

八
幡
宮

の
放
生
会

の
起
原
に
つ
い
て
、
『
政
事
要
略
』
巻
廿
三
に

舊
記
云
o

1111II
云
。
養
老
四
年
爾
。
豐
前
守
宇
弩

男
人
乎
將
軍
饕

大
御
禪
乎
奉
・請
弓
。

大
隅
日
向
國
在
留
。

向
拒
隼
人
葦

伐
斂
岐
。

大
神
詫
宣
。
吾
此
隼
人
多
致
都
留
報
爾
。

毎
年
放
生
會
奉
レ
仕
鰡
鄂
今
件
放
生
會
興
レ
自
二宇
佐
宮
一。

傳
二於
石
清
水
宮
一。

尋
二
其
行

事
一。
會
日
讃
二
縁
記
文
一。
講
二
竅
勝
妙
典
一。
此
經
文
有
下長
者
子
救
二池
魚
一之
文
上
。
仍
所
二講
読

一歟
。
(國
文
大
系
二
八
・
四
五
)

と
あ

っ
て
、
宇
佐
八
幡
宮
放
生
會
の
起
原

と
、
石
清
水
八
幡
宮

の
そ
れ
に
っ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
旧
記
に
言
う
と
こ
ろ
の
事
件
と

は
、
『続
日
本
紀
』
巻
八
に



(六
月
)
戊
戍
。
詔
日
。
蛮
夷
爲
レ害
。
自
レ古
有
レ
之
。
漢
命
二
五
將
一。
矯
胡
臣
服
。
周
勞
再
駕
。
荒
俗
來
王
。
今
西
隅
小
賊
。
怡
レ
亂

逆
レ化
。
屡
害
二良
民
一。

因
遣
二持
節
將
軍
正
四
位
下
申
納
言
象
中
務
卿
大
件
宿
禰
旋
人
一。

誅
二罰
其
罪
一。

盡
二彼
巣
居
一。

治
レ兵

率
レ衆
。
剪
一一掃
兇
徒
一。
酋
帥
面
縛
。
請
一一命
下
吏
一。
冦
黨
叩
頭
。
爭
靡
二敦
風
一。
然
將
軍
暴

露

原
野
一。
久
延
ご
旬
月

一。
本
屬
二盛

熱
一。
豈
無
二艱
苦
一。
使
二使
慰
問
一。
宜
レ念
二忠
勤
一。
(国
史
大
系
二
・
八
一
)

と
あ
る
も
の
を
言
う
。

宇
佐
八
幡
の
示
現
に
関
し
て
は
、
『東
大
寺
要
録
』
巻
四
に
、

弘
仁
十
二
年

(八
一二

)
八
月
十
五
日
の
太
政
官

符

「
應
令
大
神
宇
佐
二
氏

八
幡
大
菩
薩
宮

事
」

に
、
欽
明
天
皇
の
御
世
に
、
豊
前
国
宇
佐
郡
馬
城
嶺
に
始
め
て
示
現
せ
ら
れ
た
と

す
る
。
(続
々
群
類
二
.
七
四
)
ま
た

『扶
桑
略
記
』
巻
三
、
欽
明
天
皇
三
十
二
年

(五
七
一
)
正
月

一
日
の
条
に

又
同
比
。
八
幡
大
明
神
顯
二於
筑
紫
一矣
。
豐
前
國
宇
佐
郡
厩
峯
菱
瀉
池
之
問
。
有
二鍛
冶
翁
一。
甚
奇
異
也
。
因

レ之
大
神
。
比
義
繦
レ

穀
。
三
年
籠
居
。
印
捧
二
御
幣
一所
言
。
若
汝
神
者
。
我
前
可
レ
顯
。
師
現
三
二
歳
少
見
一「云
」
。
以
レ
憩栗
託
宣
云
。
我
是
日
本
人
皇
第
十

六
代
譽
田
天
皇
廣
幡
八
幡
麿
也
。
我
名
日
一一護
國
靈
驗
威
身
神
大
自
在
王
菩
薩

一。
國
々
所
々
垂
二
跡
於
紳
明
一。
初
顯
坐
耳
。

一
云
。

八
幡
杢

.薩
初
顯
鹽

前
國
宇
佐
郡
驫

峇

。其
後
移
於
菱
形
少
倉
些

。
今
宇
佐
宮
是
也
。
鯉

畑
喰

(国
昊

系
1
11
・
三

)

と
二
説
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
応
神
天
皇
の
御
霊
が
、
欽
明
天
皇
の
御
代
に
示
現
し
た
こ
と
主
張
す
る
も
の
で
、

『
縁

起
文
』
、
『古
記
』
等
に
よ

っ
て
い
る
事
は
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
は
と
も
に
現
存
せ
ぬ
。

石
清
水
八
幡
宮
の
放
生
会
に
っ
い
て
は
、
『年
中
行
事
祕
抄
』
八
月
の
条
に
、
「
舊
記
」
を
引
用
し
て

延
暦
年
中
立
二件
酢

。
貞
觀
元
年
±

月
吾

祭
者
。
内
裏
依
肅

事

忌
二
僭
尼
筆

。
罅

泗
自
二
後
三
條
院
御
時

被
・
立
二
奉
幣

使

一。

并

上

卿

以

下

參

向

。

諸

衞

帶

二
弓

箭

一如

二
行
幸

儀

一。

上

卿

參

議

雖

レ
爲

二
衞

府

一不

レ
帶

二
弓
箭

一云

々
。

或

帶

レ
之

云

々
。

石

清

水

放

生

會

依

二
舊

御

願

一
被

レ
行

由

。

載

二
延

喜
御

記

一
。

(
群
類
六

・
五
三
四
)

三
宝
絵
詞

の
研
究

(そ

の
三
)

五

一



五
二

と
あ
っ
て
、
奉
幣
使
参
向
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、

っ
い
で
天
延
二
年

(九
七
四
)
楽
工
馬
騎
を
供
す
る
恒
例

の
端
を
開

い
た
こ
と
に
つ
き

天
延
二
年
八
月
十

一
日
丙
戍
藏
人
頭
右
中
將
源
朝
臣
伊
渉
傳
宣
。
中
納
言
源
朝
臣
延
光
宣
。

奉
レ勅
。

石
清
水
八
月
十
五
日
會
。
宜

仰
二雅
樂
寮

一准
二諸
節
會

一音
樂
官
人
率
二唐
高
麗
樂
人
舞
人
等

一。
從
ご今
年
一永
供
二奉
彼
會
一。
又
宣
。

奉
レ勅
。

石
清
水
宮
八
月
十

五
日
會
。
宜
仰
二
左
右
馬
寮

一十
列
御
馬
各
十
匹
。
自
二今
年
一永
隔
年
令
レ供
二
奉
彼
會
日
一。

但
乘
尻
者
。

左
右
近
府
御
馬
乘
近
衞
等

供
奉
。
同
廿
五
日
庚
寅
臨
時
御
幣
使
被
レ
立
。
石
清
水
使
左
申
將
源
正
清
云
々
。
(同
上
)

と
あ
る
。
ま
た
延
久
二
年

(
一
〇
七
〇
)
以
後
は

自
二今
年

薤

有
二
宣
旨

。
差
二遣
上
卿
。
驤

饕

、
參
議
。
灘

弁
辨
。

外
記
。
舞

六
衞
府
。

左
右
馬
寮
笋

。

次
將
己
下
供
耋

其
事
一。
是
依
二
儲
貳
之
時
御
願
一也

(同
上
)

と
あ

っ
て
、
こ
の

一
行
は
八
月
十
四
日
に
石
清
水
宮
に
参
入
し
、
放
生
会
の
事
を
行

っ
た
が
、
こ
れ
が
後
代

の
先
例
と
な
る
。

仏
教
史
上
放
生
の
行
事
が
実
修
せ
ら
れ
た
の
は
、
『隋
天
台
智
者
大
師
別
伝
』
に

黎
民
漁
捕
爲
業
。
爲
梁
者
斷
谿
爲
管
者
。
藩
海
秋
水

一
漲
巨
細
嗔
梁
。
畫
夜
二
潮
嗷
呶
滿
琶
驢
骨
。
成
岳
蝿
蛆
若
雷
。
非
但
水
陸
可

悲
。
亦
痛
舟
人
濫
殞
。
先
師
爲
此
而
運
普
悲
乘
捨
身
衣
。
並
諸
勸
助
贖
笆

一
所
永
爲
放
生
之
池
。
子
時
計
調
臨
郡
請
講
金
光
明
經
。

濟
物
無
偏
寳
冥
出
窟
。
以
慈
修
身
見
者
歡
喜
。
以
慈
修
口
開
聲
發
心
。
善
誘
殷
勤
導
達
因
果
。
合
境
漁
人
改
惡
從
善
好
生
去
殺
。
湍

潮
綿
亘
三
百
畭
里
。
江
谿
籃
梁
合
六
十
三
。
同
時
永
捨
倶
成
法
池
。
一
日
所
濟
巨
億
萬
數
。
何
止
十
千
而
己
哉

(
正
蔵
五
〇
.
一
九
三
)

と
あ
る
、
ま
た

『
続
高
僧
伝
』
巻
十
七
に

顎
側
隱
觀
レ心
彼
此
相
害
。
勸
捨
二罪
業
一教
二化
幅
縁

一。
所
レ得
金
帛
乃
成
二
山
聚
一。
印
以
買
二斯
海
曲
一。

爲
二放
生
之
池
一。

又
遣
二



沙
門
慧
拔
一。
表
二聞
于
上
一。
陳
宣
下
レ
勅
。
嚴
二禁
此
池

一。
不
レ得
二
採
捕
一。
國
爲
立
レ碑
。
詔
二國
子
祭
酒
徐
孝
克
一爲
レ文
樹
二干
海

濱
一。
詞
甚
悲
楚
。
覽
者
不
レ解
墮
レ涙
。
(正
蔵
五
〇
.
五
六
七
)

と
あ
っ
て
、
智
顕
が

『金
光
明
経
』
を
講
じ
た
所
以
は
、
同
巻
四

「
流
水
長
者
子
晶
」
に
生
類
救
護
の
こ
と
が
説
れ

て
い
る
。
そ
の
内

容

は
、
往
昔
仏
陀
が
流
水
長
者
で
あ
っ
た
時
、
城
邑
聚
落
を
遊
行
し
て

一
大
空
沢
中
に
到
り
、
池
水
枯
涸
し
て
諸
魚
死
門
に
入
ら
ん
と

す
る
を
見
て
悲
心
を
起
す
。
長
者
は
四
方
に
水
を
索
め
て
得
ず
、
大
河

の
水
は
魚
獲
を
目
ろ
む
悪
人
が
上
流
で
決
棄

し
て
下
過
せ
し
め

ず
、
し
か
も
決
壊
の
修
補
は
容
易
な
ら
ざ
る
た
め
、
王
に
願

っ
て
二
十
の
大
象
を
借
り
、
水
を
皮
嚢
に
盛
り
運
ん
で
、
池
を
も
と
の
如

く
満
た
し
め
、
さ
ら
に
食
を
施
し
、
甚
深
の
十
二
因
縁
、
宝
勝
仏
名
を
解
説

・
称
説
し
た
。
後
魚
は

一
時
に
命
終
し
、
仞
利
天
に
生
ず

る
こ
と
を
得
た
こ
と
が
詳
説
せ
ら
れ
て
い
る

(正
蔵
一
六
・
三
五
二
ー
三
五
三
)
た
め
で
あ
る
。

中
国
に
お
け
る
天
台
宗
放
生
会
の
濫
觴
は
前
記
を
も

っ
て
初
ま
る
が
、
後
遵
式
は
宋
真
宗
天
禧
三
年

(
l
o
l
九
)
『
放
生
慈
濟
法
門
』、

を
作

っ
て
軌
式
を
制
定
す
る
に
至

っ
た
。

わ
が
国
の
放
生
の
史
実
は
、
敏
達
天
皇
七
年

(
五
七
八
)
に
初
ま
っ
て
、
再
三
行
わ
れ
、

神
亀
三
年

(七
二
六
)
六
月
太
上
天
皇

(元
明
)

の
不
例
に
際
し
て
放
生
せ
し
め
、
ま
た

『政
事
要
略
』
巻
廿
三
に
は

應
レ令
下
二五
畿
七
道
諸
國

依
レ實
放
生
上事

天
夲
寳
字
三
年
六
月
廿
三
日
格
日
。
唐
曇
靜
法
師
奏
状
稱
。
夫
蠢
々
昆
蚊
。
誰
無
・畏
レ
死
。
振
々
翻
走
。

咸
有
レ愛
レ
身
。

故
教
レ生

招
二短
命
之
報

一。
救
レ危
保
二長
年
之
幅
一。
伏
請
遍
勅
二諸
國
一。
立
二
放
生
池
一。
嚴
加
二
禁
斷
一。
不
レ
tlnII
il捕
漁
一。

奏
可
者
。

自
レ余

而
降
。
毎
レ
國
置
二放
生
田
一。
以
二其
穫
稻
一。
充
二贖
レ
死
之
資

一。
而
今
聞
。
諸
國
臨
二放
生
之
時
一。
兩
三
日
前
下
二符
諸
郡
一。
々
司

百
姓
等
聚
二不
要
蟲
介

一。
候
二
國
宰
之
臨
視
一。
比
レ及
二數
日
一。
死
者
過
レ牛
。
夫
放
生
者
。
所
下以
活
二
欲
レ死
之
命
一。
續
申將
レ繦
之

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

五
三



五
四

生
上
也
。
今
如
レ所
レ聞
。
名
穩
二放
生
一。

實
似
二殺
生
一。

伏
望
自
今
以
後
。

使
下
二講
讀
師
若
部
内
淨
行
僭
㌔

臨
二
漁
釣
之
江
海

㌔

尋
ご
田
獵
於
山
林
一。
贖
二
懸
魚
於
網
罟
之
中

一。
救
中
窮
獸
於
弓
矢
之
下
上
。

但
其
料
物
者
。
歳
始
令
下
二件
等
僣
二

向
預
上

レ之
。

師
年

絡
具
注
二
所
レ放
之
色
一。
付
レ帳
言
上
。
云
云
。
勅
宜
レ俾
二内
外
邂
行
一。
(国
史
大
系
二
八
・
四
八
)

と
あ
っ
て
、
国
毎
に
放
生
田
を
置
き
、
そ
の
穫
稲
を
も

っ
て
死
を
贖
う
資
と
し
た
。

放
生

の
精
神
は
最
も
良
く
規
定
せ
ら
れ
た
が
、
単
に
生
命
の
救
済
の
み
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
そ
こ
に
宗
教
に
立
脚
す
る
儀
礼
の

介
在
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

よ
っ
て
史
伝
の
外
、

民
閻
に
伝
え
ら
れ
る
説
話
に
よ
れ
ば
、
『
霊
異
記
』
巻
上

「贖
二龜
命
一放

生
得
二
現
報
一龜
所
レ
助
縁
」
第
七
に

禪
師
弘
濟
者

百
濟
國
人
也

當
二百
濟
亂
時
一

備
後
三
谷
郡
大
領
之
先
詛

爲
レ救
二
百
濟
一遣
二
軍
族

一
時
發
二誓
願
三
茜

若
夲
還

來

爲
ご諸
神
祗
一
造
一一立
伽
藍
一
途
冤
二災
難
一
印
請
二禪
師
一
相
共
還
來

造
三
二
谷
寺
一

其
禪
師
所
二以
造
立

一伽
藍

多
二
諸
寺

一

道
俗
觀
レ之

共
爲
二
欽
敬
一

禪
師
爲
レ
造
二尊
像
一上
レ京

賣
レ財
銑
買
二得
金
丹
等
物
一
還
到
二
難
破
之
津
一
時
海
邊
人
費
二
大
龜
四

口
一

禪
師
勸
レ人

買
而
放
之

印
借
二人
舟
一

將
二童
子
二
人
一共
乘
度
レ海

日
晩
夜
深

舟
人
起

レ欲

行
二
到
備
前
骨
嶋
之
邊
一

取
二童
子
等
一

擲
二人
海
申
一

然
後
告
二禪
師
一云

應
口
入
入
ワ
海

師
雖
二
教
化
一賊
獪
不
レ許

於
レ茲
發
レ願
而
入
二海
中
一

水

及
レ腰
時

以
二石
當
ザ
脚

其
曉
見
之

龜
負
之
矣

其
備
中
海
浦
海
邊

其
龜
三
領
而
去

(日
本
古
典
全
書

・
二
七
七
)

と
あ
る
。
こ
の
説
話
の
主
弘
済
の
来
朝
は
、
斉
明
天
皇
七
年

(六
六
一
)
百
済
救
援
軍
と
同
道
来
朝
し
た
も
の
と
解

せ
ら
れ
、
三
谷
寺
建

立
は
そ
の
後
問
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、

単
に
亀
を
放
生
し
た
の
み
で
あ
る
が
、

同
書
中
巻

「依
二漢
神
祟
一殺
二
牛
七
頭
一祭
又
修
二
放

生
善
一以
現
得
ご善
惡
報
一縁
」
第
五
は

聖
武
太
上
天
皇
之
世

彼
家
長

依
二漢
神
祟
一而
濤
之

祀
限
二干
七
年
一

毎
レ年
殺
祀
之
以
二
一
牛
一

合
殺
二
七
頭
一

七
年
祭
畢



忽
得
二重
癒

一

又
逕
二
七
年
一躡

醫
藥
方
療
獪
不
レ愈

喚
二
集
ト
者
一而
祓
所
濤

亦
礪
曾
疲

於
レ茲
思
之

我
得
二重
癒

f

曲
二

殺
生
業

一故

自
二
臥
レ病
年
一己
來
毎
レ月
不
レ闕

六
節
受
二
斎
戒
一修
二
放
生
業

一

見
三他
殺
二含
生
之
類
一

不
レ
論
而
贖
又
遣
二
八
方
一

買
二生
物
一而
放

(同
上
.
三
一
二
全
書
)

と
言
う
、
摂
津
国
東
生
郡
撫
凹
村
富
者

の
物
語
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
仏
教
的
行
法
が
伴

っ
て
い
な
い
。
ま
た

「
贖
一一蟹
蝦
命
一

放
生
得
二現
報
一縁
」
第
八
は
、
置
染
臣
鯛
女
は
行
基
大
徳
に
師
事
し
て
、
山
に
菜
を
採
り
、
蛇
の
蝦
を
飲
む
を
見

て
、
窮
余
妻
と
な
る

こ
と
約
す
。
果
し
て
期
せ
し
如
く
、
蛇
は
七
日
の
後
来
る
。
女
は
恐
れ
て
生
馬
に
止
住
す
る
大
徳
に
告
ぐ
、
大
徳

は

汝
不
レ得
レ冤

唯
竪
受
レ戒

乃
全
受
二持
三
歸
五
戒
一

然
還
來

道
不
レ知
老
人
以
二大
蟹
一而
逢

問
之

誰
老

乞

蟹
冕
レ吾

老
答

我
攝
津
兎
原
郡
人

畫
問
邇
麻
呂

年
七
十
八

而
无
二子
息

一

活
レ命
无
レ使

往
二於
難
波
一

偶
得

二此
蟹
一

但
有
二期

人
一故

汝
不
レ冤

女
脱
レ衣
贖

蕕
不
二冕
可
一

復
蛻
裳
贖

老
乃
冕
之

然
蟹
持

更
返

勸
二請
大
徳
一

咒
願
而
放

大
徳

歎
膏
口

虫貝
哉
盖
口哉

(同
上
.
二
〇
二
)

と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
初
め
て

「咒
願
而
放
」

つ
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
僧
侶
の
介
在
が
み
ら
れ
る
に
至
る
。
こ
の
説
話
の
結
末
は

「
贖

放
蟹
報
恩
矣
」
と
あ
り
、
「
井
受
レ戒
之
力
也
」
と
あ
り
て
、
両
功
徳
の
相
乗
関
係
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に

「贖
二
蟹
蝦
命
一放
生
現
報
蟹

所
レ助
縁
」
第
十
二
は
、
第
八
話
と
同
類
型
で
、
そ
の
主
人
公
は
山
背
国
紀
伊
郡
部
内

の
一
女
人
で
、
「慈
心
糠

信
二因
果
一

受
二持

五
戒
十
善
一

不
レ
殺
二生
物
一」
る
天
性

の
持
主
で
、
牧
牛

の
村
童
が
蟹
を
と
り
食
用
に
供
せ
ん
と
す
る
を
見
て
、

衣
に
か
え
て
買

い
、

「勸
二請
義
禪
師
一

令
二咒
願
一以
放
生
」
し
た
。
後
山
に
入
り
、
大
蛇

の
蝦
を
飲
む
を
見
て
、
遂
に
七
日
の
後
、
妻
と
な
る
こ
と
を
約

し
て
蝦
を
救
っ
た
。
時
に
行
基
大
徳
を
紀
伊
郡
深
長
寺
に
訪
ね
、

た
だ
よ
く
三
宝
を
信
ず
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
、

期
日
の
夜

「閉
レ屋

堅
レ身
、
種
々
發
願

以
信
三
二
寳
一」
ず
る
こ
と
に
よ
り
、

大
蟹
が
蛇
を
切
り
殺
し
た
奇
跡
は
、

「贖
放
蟹
報
レ恩
矣
」
と
あ

っ
て
、
蟹

三
宝
絵
詞
の
研
究

(そ
の
三
)

五
五



五
六

滿
寺
縁
起
の
原
型
を
な

す

こ

と

が
判
る
。
こ
の

「勸
二請
法
師
一

令
二咒
願
一放
二
之
於
海
匚

こ
と
の
例
は
、

「
依
下不
二布
施

重
ハ申
放

生
上
而
現
得
二善
惡
報
一縁
」
第
十
六

(同
.
三
二
五
)
に
も
見
ら
れ
る
と
こ

ろ

で

あ

っ
て
、
咒
願
が
欠
せ
ぬ
要
素

と
な
つ
て
い
る
こ
と

が
到
る
。

唐
義
浄
の
撰

『護
命
放
生
軌
儀
法
』
(正
蔵
四
五
・
九
〇
二
)
は
、
広
く
放
生
を
勧
め
、
株
宏
の

『
戒
殺
放
生
文
』
が
わ
が
国

に
広
く
影

響

を
及
ぼ
し
た
が
、
現
今
浄
圭

奪

で
広
く
行
わ
れ
る
の
は
、
警

(
一
六
八
三

一
七
四
八
)
の

『放
生
慈
済
羯
鷺

軌
』
で
あ

っ
て
、
「今
欲
レ修

嚇

習
放
生
事
儀
一。
謹
依
二聖
則
↓撮
二其
機
要
一。
且
出
二十
意
一以
擧
二閥
網
匚

と
し
、
十
意
と
は
e
咒
レ水
解
穢
。
口
請
二賢
聖
衆
一。
⇔
散

華
焼
香
。
㈲
敬
礼
遶
レ
仏
。
㈲
歌
二歎
仏
徳
一。
因
授
二與
三
帰
一。

㈹
称
二揚
仏
名
一。

㈹
説
法
開
導
。
㈲
懺
悔
発
願
。
㈲
説
三
二
帰
一。
以

上

で
あ
る
。

さ
て
本
文
に
は

『梵
網
経
』
、
『
六
度
集
経
』
、
『雑
宝
蔵
経
』

の
放
生
の
現
報
功
徳
の
物
語
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
山
田
博
士
は
縁

起
文
に
よ

っ
て
構
成
せ
ら
れ
た
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
渇
が
、

い
ま
縁
起
文

の
典
拠
と
す
る
三
種

の
経
典
の
原
文
に

っ
い
て
み
れ
ば
、
初

め
に

『梵
網
経
』

の
そ
れ
は

若
佛
子
。
以
二慈
心
一故
行
二放
生
業
一。

一
切
男
子
是
我
父
。

一
切
女
人
是
我
母
。
我
生
生
無
レ不
二從
レ之
受
ワ
生
。
故
六
道
衆
生
皆
是

我
父
母
。
而
殺
而
食
者
。
印
殺
二我
父
母
一亦
殺
二我
故
身
一。

一
切
地
水
是
我
先
身
。

一
切
火
風
是
我
本
體
。
故
常
行
二放
生
一。
生
生

受
生
常
住
之
法
。
教
二
人
放
生
一。
若
見
三世
人
殺
二畜
生
一時
。
應
¥
方
便
救
護
解
二
其
苦
難
一。
常
教
化
講
二読
菩
薩
戒
一救
申度
衆
生
上。
・

(正
蔵
二
四
.・
一
〇
〇
六
)

と
あ
り
、
『
六
度
集
経
』
巻
三
に
説
く
物
語
の
原
文
は

昔
者
菩
薩
。
爲
二
大
理
家
一。
積
ψ取
巨
億
。
常
奉
三
二
尊

一。
慈
二向
衆
生
一。
觀
か市
覩
ル鼈
。
心
悼
ψ
之
焉
。

闘
ご價
貴
餞
一。

鼈
主
知
下



菩

薩

有

二
普

慈

之

徳

一術

レ
濟

二
衆

生

一。

財

富

難

レ
數

貴

賤

無
上
レ
違

。

答

日

。

百

萬

。

能

取

者

善

。

不

者

吾

當

レ
烹

レ
之
。

菩

薩

答

日

。

大

善

。
師

雇
如

レ
直

持

レ
鼈

歸

レ
家

。

澡

護

二
其
傷

一。

臨

レ
水

放

レ
之

。

覩

ご
其

遊

去

一。

悲
喜

誓

日

。

太

山
餓

鬼

衆

生

之
類

。

世

主

牢

獄

早

獲

レ
冤

レ
難

。

身

安
命

全
如

二
爾

A
コ

也

。

稽

二
首

十

方

一。

又

首

願

日

。

衆

生
擾

擾

。

其

苦

無

量

。

吾

當

二
爲

レ
天

爲

レ
地

。

爲

レ
旱

作

レ
潤

。

爲

レ
漂

作

レ
筏

。

飢

食

渇
漿

。

塞

衣

熱

涼
。

爲

レ
病

作

レ
醫
。

爲

レ
冥

作

7
光

。
若

有

二
濁

世

顛

倒

之

時

一。

吾

當

三
於

レ
中

作

佛

度

二
彼

衆

生

一

矣

。

十
方

諸

佛

皆

善

二
其

誓

一。

讃

日

善
哉

。

必

獲

二
爾

志

一。

鼈
後

夜

來

齔

二
其

門

一。

怪

二
門

有

ワ
聲

使

出

覩

レ
鼈

。

還
如

レ
事

云
。

菩

薩

視
レ
之

。

鼈

人

語

日

。

吾

受

二
重
潤

一身

體

獲

レ
全

。

無

二
以

答

τ
潤

。

蟲

水

居

物

知

⊃
水

盈

虚

一。

洪

水

將

三
至

必

爲

二
巨

害

一矣

。

願

速

嚴

レ

舟

。

臨

レ
時

相

迎

。

答

日

大

善

。

明

晨

詣

レ
門

如

レ
事

啓

レ
王
。

王

以

三
菩

薩

宿

有

二
善

名

一。

信

二
用

其
言

一。

邉

レ
下

處

レ
高

。

時

至

鼈

來

日
。

洪

水

至
。

可

二
速

下

載

一。

尋

二
吾

所

ワ
之
。

可

レ
獲

レ
無

レ
患

。

船

尋

二
其
後

一。
、…

…

途

之

二
豐

土

一。

鼈

辭

日

。

恩

畢

請

退
。

:
…

.

封

爲

一一國

相

一。

執

レ
手

入

レ
宮

並

坐

而

日

。

賢
者

説

二
何

書

一、

懷

二
何

道

一。

而

爲

三

一
儀

之

仁

一。

惠

逮

二
衆

生

一乎

。

樹

日

。

説

二
佛
經

一

懷

二
佛

道

一
也
。

王

日

。

佛

有

ご
要

決

一。

日

有

レ
之

。

佛

説

二
四
非

常

一
。

在

レ
之

者

。

衆

磆

殄

。
'景

砧

昌
。

…

博:

(
正
蔵

三

.
一
五
)

ど

あ

る
。

さ

ら

に

『
雑

宝
蔵

経

』

の
説

話

は
、

同

書

巻

四

の
文

で

あ

っ
て

昔

者

。

套

二

羅

漢

道

人

一。

畜

二

沙

彌

一。

知

三
此

沙

彌

却

後

七
日

必

當

二
命

絡

一
。

與

レ
椴
歸

レ
家

。

至

二
七

日
頭

一。

勅

レ
使

還

來

。

沙

彌

辭

レ
師

。

印

便

歸

去

。

於

一一其
道

中

一。

見

こ
衆

蟻

子
。

隨

レ
水

漂

流

。

命

將

ツ
欲

レ
繦

。

生

二
慈

悲

心

一。

自

睨

一一袈

裟

一。

盛

レ
土

堰

レ水

。

而

取

二
蟻

子

一
。

置

二
高

燥

處

一
。

途

悉

得

レ
活

。

至

二
七
日
頭

一。

還

歸

ご
師
所

一。

師

甚

怪

レ
之

。

尋

印

入

定

。

以

一一天

眼

一觀

。

知

丙
其
更

無

二
餘

輻

得

一爾

。

以

下
救

二
蟻

子

一
因

縁

上
故

。

七

日
不

レ
死

。
得

乙
延

命

長

甲

(
正
蔵
四

.
四

六
八
)

と

あ

る
。

こ
れ
等

の
説

話

を

通

し

て
、

放

生

の
功
徳

を
讃

歎

し

て
、

「
善

人

位

を

え

む

と
思

は

ば
、

放

生

せ

よ
」
、

「
若

人

命

を

の

べ
む

三
宝
絵
詞

の
研
究

(
そ
の
三
)

五
七



五
八

と
思
は
ば
、
放
生
せ
よ
」
に
よ

っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。

因

結

び

以
上
四
種
の
行
事
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
西
院
の
阿
難
過
悔
が
ど
の
時
代
ま
で
継
承
せ
ら
れ
た
か
、
全
く
不
明
で
あ
り
、
崇
福
寺
も
そ

の
寺
趾
に
す
ら
多
く
の
疑
閥
が
持
た
れ
て
い
る
現
在
、
伝
法
会
は
文
献
上
、
崇
福
寺
の
名
を
留
め
る
時
よ
り
以
前

に
、
衰
亡
し
た
と
見

る
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
石
清
水
八
幡
の
放
生
会
は
、
臨
時
祭
と
共
に
同
社
の
二
大
祭
典
で
あ
る
か
ら
、
当
然
継
承
せ
ら
る
べ
き
で
あ

る
。
し
か
し
時
に
隆
替
が
あ

っ
て
、
文
明
以
後

一
時
中
絶
し
た
が
、
延
宝
七
年

(
一
六
七
九
)
再
興
せ
ら
れ
た
。

し
か
し
明
治
元
年

(
一

八
六
八
)
七
月
廿
四
日
に
至
り
、
放
生
会
は
改
め
て
、
中
秋
祭
と
せ
ら
れ
た
。

(神
仏
分
離
史
料

一
・
三
三
九
)

高
雄
の
法
華
会
は
初
め

一
日
法
会
で
あ

っ
た
が
、
後
貞
観
七
年

(
八
六
五
)
改
め
て
五
日
八
講

と
し
、

後
堀
河
天
皇
の
安
貞
二
年

(
一

二
二
八
)
頃
勅
会
と
定
め
ら
れ
、

建
長
七
年

(
=
一五
五
)
三
月
八
日
都
良
香
は
願
文
を
作
る
な
ど
、

大
い
に
栄
え
た
よ
う
で
あ
る
が
、

そ

の
後
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
か
く
の
如
く
に
し
て

『
三
宝
絵
詞
』
に
は
、
広
く
世
に
知
ら
れ
た
仏
教
行
事

と
し
て
載
録
し
て
い

る

の
で
、
僅
か
に
こ
の
資
料
に
よ

っ
て
、
平
安
時
代
中
期
に
行
わ
れ
た
法
会
と
、
そ
の
意
義
と
時
代
感
覚
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。


